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　一二四三

問
題
の
背
景
（
本
稿
の
目
的
）

残
額
請
求
権

　
ー
附
　
残
額
差
押
の
問
題
－

残
額
承
認
の
効
果

む
す
び

一
　
問
題
の
背
景
（
本
稿
の
目
的
）

　
交
互
計
算
（
民
o
巳
o
犀
o
苔
o
巳
、
窪
巨
o
巳
①
0
6
0
⊆
昌
戸
o
o
日
宮
0
8
9
①
巳
）
は
、
債
権
債
務
決
済
の
方
法
と
し
て
か
な
り
古
い
歴
史

を
も
っ
法
律
制
度
に
属
す
る
（
－
）
。
債
権
債
務
決
済
の
技
術
的
制
度
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
手
形
制
度
等
と
類
似
の
機
能
を
営
む
が
、

純
然
た
る
当
事
者
の
契
約
を
基
礎
と
す
る
点
に
お
い
て
（
商
五
二
九
参
照
）
、
そ
の
法
的
規
整
の
面
に
幾
多
の
疑
問
を
残
し
て
い
る
（
2
）
。

　
交
互
計
算
契
約
は
（
3
）
、
当
然
の
効
果
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
交
互
計
算
の
単
一
お
よ
び
不
可
分
の
原
則
（
○
『
已
ロ
臼
ω
彗
N
く
o
ロ
q
o
内
口
㌣

げ
o
津
已
昌
q
d
暮
o
巳
ぴ
①
爵
o
津
q
o
ω
民
o
巳
o
丙
o
苔
o
巳
ω
）
を
生
ず
る
と
い
う
の
が
古
く
か
ら
の
、
そ
し
て
従
来
の
通
説
で
あ
る
（
4
）
。
こ

の
伝
統
的
な
交
互
計
算
学
説
で
は
、
一
定
の
時
期
に
お
け
る
差
引
決
済
お
よ
び
定
期
的
な
残
額
の
確
定
が
、
交
互
計
算
契
約
の
本
質
的
メ
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ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
間
の
取
引
関
係
か
ら
生
ず
る
債
権
債
務
は
、
交
互
計
算
の
貸
方
項
目
（
自
①
O
O
口
b
O
ω
古
Φ
口
）
お

よ
び
借
方
項
目
（
ω
o
一
■
o
ω
8
ロ
）
に
計
上
さ
れ
た
ま
ま
に
相
互
に
そ
の
独
立
性
を
喪
失
し
、
計
算
の
閉
鎖
に
よ
る
一
括
決
済
（
O
o
ω
①
目
－

含
o
苔
o
o
げ
ロ
ρ
ロ
σ
q
）
ま
で
は
停
止
状
態
に
お
か
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
計
算
期
間
中
個
々
の
債
権
債
務
は
支
払
猶
予
と
同
様
の
効
果
を
生

じ
、
債
務
者
の
遅
滞
は
生
ぜ
ず
、
消
滅
時
効
の
進
行
は
停
止
す
る
。
も
と
よ
り
一
方
的
な
相
殺
．
譲
渡
．
質
入
等
の
処
分
は
許
さ
れ
な
い
。

計
算
期
間
の
閉
鎖
に
際
し
て
は
、
双
方
の
貸
方
項
目
お
よ
び
借
方
項
目
の
総
額
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
単
一
の
一
括
決
済
が
行

わ
れ
、
当
事
者
の
一
方
に
帰
属
す
る
超
過
額
（
巴
ぴ
O
『
ω
6
け
已
駒
）
を
生
ず
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
独
立
の
残
額
債
権
（
ω
巴
画
o
西
巳
げ
①
ぴ
o
昌
）

と
し
て
確
定
す
る
た
め
に
は
、
承
認
契
約
（
》
口
o
済
o
ロ
目
ぎ
｛
ω
＜
o
『
貫
①
σ
Q
）
ま
た
は
残
額
確
定
契
約
（
ω
巴
創
o
＜
o
『
可
自
゜
q
）
を
必
要
と
し
、

そ
の
完
結
に
よ
つ
て
法
律
上
独
立
の
原
因
に
基
づ
く
残
額
債
権
を
生
ず
る
（
5
）
。

　
こ
の
通
説
的
見
解
で
は
、
少
な
く
と
も
計
算
期
間
を
閉
鎖
し
て
一
方
当
事
者
に
帰
属
す
る
超
過
額
を
算
出
す
る
ま
で
は
、
双
方
の
債
権

債
務
に
つ
き
何
等
実
体
的
効
果
を
生
じ
な
い
。
　
け
だ
し
、
交
互
計
算
に
組
入
れ
ら
れ
た
債
権
債
務
は
、
　
全
く
帳
簿
上
の
差
引
決
済
関
係

（
＜
o
ぼ
o
。
げ
ロ
⊂
昌
σ
e
ω
昌
o
図
已
ω
）
に
拘
束
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
6
）
。
　
例
え
ば
、
特
定
債
権
に
対
す
る
弁
済
は
、
弁
済
充
当
（
民
四
八
八
参

照
）
と
し
て
債
権
を
消
滅
せ
し
め
る
効
力
な
く
、
そ
れ
は
貸
方
項
目
に
計
上
さ
れ
た
う
え
、
計
算
期
間
の
閉
鎖
に
よ
る
一
括
決
済
に
よ
つ

て
処
理
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
交
互
計
算
当
事
者
の
究
極
の
目
的
は
、
定
期
的
な
残
額
の
確
定
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お

い
て
計
算
期
間
の
継
続
中
に
は
、
純
粋
の
債
権
者
ま
た
は
債
務
者
と
い
う
実
体
的
観
念
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
（
7
）
。

　
右
の
よ
う
な
い
わ
ば
「
定
期
的
決
済
理
論
」
　
（
弓
古
①
o
ユ
o
創
魯
b
o
『
合
合
ω
合
o
ロ
＜
①
苔
o
o
庁
ロ
⊆
ロ
o
q
）
に
対
し
て
、
交
互
計
算
に
お
け

る
一
括
決
済
の
本
質
を
め
ぐ
つ
て
「
継
続
的
決
済
理
論
」
（
弓
げ
o
o
ユ
o
q
o
目
冨
已
h
o
昌
q
Φ
ロ
く
窪
苫
6
庁
ロ
⊆
ロ
σ
q
）
と
も
い
う
べ
き
有
力
な

学
説
が
対
立
し
て
い
る
（
8
）
。
　
こ
の
説
は
、
交
互
計
算
制
度
の
現
実
の
機
能
か
ら
出
発
す
る
。
す
な
わ
ち
、
実
際
上
今
日
の
銀
行
取
引
に

お
い
て
支
配
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
交
互
計
算
は
、
い
わ
ゆ
る
継
続
交
互
計
算
（
ω
露
民
o
完
o
暮
o
オ
o
q
o
昆
）
ま
た
は
残
額
交
互
計
算



　
　
（
ω
9
一
画
O
村
O
口
吟
O
オ
O
吟
『
O
昌
⇔
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
（
↓
、
．
　
こ
の
交
互
計
算
契
約
で
は
、
双
方
の
債
権
債
務
か
、
貸
方
項
日
と
借
方
項

　
　
目
に
お
い
て
相
対
的
に
対
立
す
る
限
度
で
自
動
的
に
差
引
決
済
が
行
わ
れ
、
計
算
期
間
中
双
方
の
債
権
債
務
は
連
続
的
に
消
滅
す
る
（
－
o
）
。

　
　
こ
の
継
続
的
決
済
理
論
の
核
心
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
対
立
的
項
目
が
計
算
の
閉
鎖
に
よ
つ
て
一
括
決
済
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
計
上

　
　
の
都
度
、
自
動
的
（
①
巳
o
目
①
江
ω
o
庁
）
に
行
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
1
1
）
。
　
そ
の
結
果
利
息
お
よ
び
手
数
料
を
算
定
し
た
「
計
算
摘
要

　
　
書
」
　
（
民
o
巳
o
自
ω
昌
σ
Q
）
と
と
も
に
、
記
帳
に
従
つ
た
現
在
の
中
間
残
額
（
N
己
ω
合
o
は
ω
巴
△
o
）
が
相
手
方
に
通
知
さ
れ
、
こ
の
中
間

一
覆
は
継
続
的
に
遂
行
さ
れ
た
真
の
差
裂
済
の
結
果
と
、
確
証
さ
れ
藷
し
い
残
額
債
籍
を
通
孕
る
．
、
と
で
あ
り
、
し
奈
つ
て
、

題
　
計
算
期
間
の
閉
鎖
に
ょ
る
決
算
残
額
は
、
そ
の
法
律
的
効
力
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
文
書
に
ょ
る
証
明
力
を
も
つ
に
す
ぎ

問
な
い
G
）
。
　
こ
の
交
互
計
算
契
約
に
は
常
に
現
在
の
残
額
が
存
在
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
不
可
分
の
原
則
は
な
く
、
定

諸
の
　
期
的
な
差
引
決
済
お
よ
び
定
期
的
な
残
額
の
確
定
は
必
ら
ず
し
も
本
質
的
で
は
な
い
。

算
　
　
こ
の
継
続
的
決
済
理
論
は
、
伝
統
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
交
互
計
算
理
論
で
は
な
く
・
ア
ン
グ
ロ
゜
ア
メ
リ
カ
的
理
論
で
あ

計
・互

　
る
と
い
わ
れ
る
。
ウ
ル
マ
ー
は
、
各
国
の
交
互
計
算
制
度
の
比
較
法
的
考
察
に
基
づ
く
そ
の
結
論
に
お
い
て
、
交
互
計
算
の
主
要
な
問
題

交　
　
点
が
、
　
従
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
的
理
論
と
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
的
理
論
の
対
立
に
あ
る
こ
と
を
正
当
に
指
摘
し
て
い
る
。
　
す
な
わ

一
　
　
ち
、
定
期
的
な
計
算
期
間
の
閉
鎖
ま
で
差
引
決
済
の
猶
予
を
認
容
す
べ
き
か
、
相
互
に
対
立
す
る
項
目
の
即
座
の
差
引
決
済
を
認
容
す
べ

　
　
き
か
、
こ
の
場
合
、
単
純
性
と
い
う
点
に
お
い
て
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
的
理
論
は
優
れ
て
い
る
。
と
く
に
残
額
債
権
が
常
に
現
存
す
る

　
　
と
い
う
観
念
は
、
残
額
差
押
の
不
当
な
障
害
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
交
互
計
算
の
単
一
お
よ
び
不
可
分
の
理
論
を
貫
く
差
引
決
済
猶

　
　
予
学
説
（
目
o
ぼ
o
＜
o
日
く
Φ
ぼ
o
o
犀
O
已
ロ
σ
q
ω
芦
〔
ω
o
ゲ
＝
ぴ
）
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
幾
多
の
紛
糾
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
（
B
）
、
と
。

　
　
　
こ
の
い
わ
ゆ
る
継
続
的
決
済
理
論
に
対
し
て
は
、
通
説
か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
諸
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
定
期
的
な

85　
残
額
確
定
の
行
わ
れ
な
い
交
互
計
算
契
約
は
、
商
法
に
規
定
す
る
「
定
期
的
な
時
期
」
　
（
苫
σ
Q
色
日
餌
巨
σ
q
o
o
N
o
告
①
ぴ
ω
6
げ
巳
茸
o
ロ
）
と
い
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う
明
文
に
反
す
る
（
u
）
。
　
の
み
な
ら
ず
、
民
法
の
重
利
禁
止
（
N
甘
ω
o
ω
N
芦
ω
＜
o
吟
ぴ
2
）
の
規
定
に
も
違
反
す
る
（
蝸
）
。
　
継
続
交
互
計
算
で

の
中
間
残
額
は
、
　
単
な
る
暫
定
的
な
通
知
と
解
す
べ
く
、
そ
れ
は
残
高
項
目
の
意
味
を
有
す
る
だ
け
で
あ
り
、
　
計
算
期
日
に
行
わ
れ
る

法
律
的
な
差
引
決
済
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
と
く
に
継
続
交
互
計
算
は
、
一
定
の
期
間
内
、
不
均
一
の
利
率
で
債
権
を
固
定
化
し
て
置
か

ん
と
す
る
当
事
者
の
利
益
と
実
除
の
必
要
に
反
す
る
と
い
う
欠
陥
に
加
え
て
、
計
算
期
間
の
閉
鎖
以
前
に
個
別
債
権
に
附
著
す
る
抗
弁
権

（
巴
日
註
o
）
が
消
滅
す
る
点
に
お
い
て
、
　
殆
ん
ど
常
に
正
当
の
異
議
（
日
昌
笥
o
ロ
ロ
已
昌
σ
q
）
を
放
棄
す
べ
き
結
果
と
な
る
。
　
し
た
が
つ

て
、
今
日
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
交
互
計
算
を
継
続
交
互
計
算
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
（
彗
、
と
。

　
本
稿
に
お
い
て
は
、
両
交
互
計
算
契
約
に
共
通
す
る
本
質
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
、
体
系
的
に
研
究
せ
ん
と
す
る
意
図
は
も
と
よ
り
な
い
。

と
く
に
、
い
わ
ゆ
る
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
ヵ
的
理
論
は
、
数
多
く
の
ケ
ー
ス
．
ロ
ー
と
、
そ
れ
に
対
す
る
学
説
の
変
遷
を
吟
味
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
こ
に
そ
れ
を
詳
細
に
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ
と
は
、
到
底
わ
た
く
し
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
、

そ
れ
は
他
日
の
研
究
に
保
留
す
る
の
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
、
右
の
通
説
の
批
判
は
、
交
互
計
算
に
対
す
る
伝
統
的
概
念
規
定
に
こ
だ
わ

り
す
ぎ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
通
説
的
見
解
に
お
い
て
も
、
現
実
の
問
題
と
し
て
、
交
互
計
算
に
は
二
つ
の
方
式
が
存
在
す
る
こ
と
を
認

め
ざ
る
を
え
な
く
な
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
定
期
的
な
差
引
決
済
の
行
わ
れ
る
も
の
を
、
累
進
的
（
O
『
○
σ
q
局
o
ω
ω
戸
く
o
）
ま
た
は
縦
列
方
式

（］

i
O
一
〇
口
】
P
O
口
日
O
古
げ
O
臼
O
）
の
計
算
と
い
う
な
ら
ば
、
自
動
的
な
差
引
決
済
の
行
わ
れ
る
も
の
を
継
続
方
式
（
ω
古
①
民
。
一
日
Φ
夢
o
O
o
）
の
計

算
と
呼
び
、
後
者
は
と
く
に
銀
行
交
互
計
算
に
適
切
で
あ
る
（
1
7
）
、
と
。
　
し
か
も
、
ド
イ
ッ
に
お
け
る
立
法
は
他
の
場
合
に
右
の
継
続
方

式
の
交
互
計
算
を
明
定
し
て
い
る
（
1
8
）
。
　
し
た
が
つ
て
、
両
交
互
計
算
方
式
の
共
存
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
個
々
の
場

合
に
・
当
事
者
が
い
ず
れ
の
方
式
を
欲
し
た
か
が
常
に
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
法
律
上
の
概
念
規
定
は
、
正
当
な
法
律
的
事
実
の
所
与

性
に
従
う
べ
き
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
従
来
の
交
互
計
算
の
概
念
規
定
は
、
余
り
に
も
目
的
々
拘
束
に
す
ぎ
る
こ
と
は
否
み
え
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
継
続
的
決
済
理
論
、
と
く
に
対
立
項
日
の
自
動
的
差
引
決
済
と
い
う
理
論
に
は
、
注
目
す
べ
き
も
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の
が
あ
り
、
こ
れ
を
従
来
の
伝
統
的
交
互
計
算
理
論
の
枠
内
に
お
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
、
定
期

的
な
計
算
閉
鎖
に
基
づ
く
残
額
請
求
権
の
問
題
に
し
ぼ
ら
れ
る
が
、
あ
わ
せ
て
、
残
額
承
認
の
効
果
に
対
す
る
伝
統
的
理
論
の
正
当
性
を

も
検
討
せ
ん
と
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
　
（
1
）
　
交
互
計
算
の
歴
史
的
発
達
に
つ
い
て
は
、
　
○
芸
昌
げ
已
戸
冨
○
呂
昌
げ
巳
N
9
⇔
ω
合
ユ
ぼ
市
障
△
①
ω
o
ユ
＜
①
8
已
゜
o
民
9
ひ
一
゜
ヵ
o
o
宮
ロ
画
゜
c
。

　
　
　
ψ
り
゜
ミ
c
。
民
゜
…
勺
目
已
ω
邑
冒
、
鴫
o
a
o
巨
昌
瞬
ω
＜
①
苔
①
o
廿
昌
已
昌
σ
q
冨
0
9
0
ω
o
露
o
げ
庄
合
零
ヒ
ゥ
巨
菖
o
江
ロ
昌
σ
Q
、
（
H
O
N
o
。
）
旨
ω
∀
°
0
り
令
。
。
声
頃
・
…
ま
た
、
交
互

　
　
　
計
算
の
比
較
法
的
研
究
と
し
て
は
、
　
已
日
o
さ
民
o
巳
o
犀
o
ぼ
o
巳
、
殉
o
o
宮
ω
＜
窪
σ
q
ピ
出
①
ロ
臼
ミ
O
詳
①
『
ぴ
已
6
庁
味
口
廿
N
宕
＝
1
已
・
出
①
β
●
色
ω
苫
o
宮

　
　
　
亀
o
ω
H
昌
l
F
ゴ
已
ω
冨
O
合
（
」
Φ
c
。
O
）
ロ
仔
m
ω
゜
μ
Φ
ふ
民
゜
が
最
も
適
当
で
あ
る
。

　
　
（
2
）
　
最
近
こ
の
問
題
を
扱
つ
た
文
献
と
し
て
は
、
ロ
o
冒
N
π
9
句
H
o
望
o
日
o
全
Φ
の
民
o
口
骨
o
犀
o
苔
0
9
ρ
ぎ
△
o
『
吋
①
ω
冨
o
げ
ユ
津
宗
叶
ト
＜
°
O
」
o
完
o

　
　
　
（
H
Φ
朝
O
）
ω
゜
8
°
…
国
。
冷
魯
日
書
一
、
○
巨
昆
守
台
g
q
。
ω
民
。
巳
。
犀
。
苔
。
巳
㌍
芦
O
g
勾
。
巴
ω
合
吟
｛
津
楠
障
口
↑
①
げ
日
琶
p
（
H
留
Φ
）
ロ
臼

　
　
　
N
ω
゜
馴
S
宍
が
あ
り
、
本
稿
は
右
の
論
文
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

　
　
（
3
）
ω
邑
。
σ
・
。
蒙
叶
σ
・
。
学
国
。
h
。
§
。
耳
国
○
ロ
・
。
°
》
昆
゜
（
」
翫
朝
）
●
・
。
留
ぎ
日
゜
・
。
°
は
、
交
互
計
算
契
約
（
民
。
宮
汀
ほ
。
§
。
葺
p
。
・
）
と

　
　
　
交
互
計
算
協
定
（
民
o
昌
9
丙
o
q
o
昌
＄
ぴ
叶
o
含
o
）
と
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
交
互
計
算
契
約
と
い
う
場
合
は
、
交
互
計
算
協
定
と
そ
れ
に
先

　
　
　
行
す
る
原
因
行
為
た
る
売
買
等
の
取
引
契
約
ハ
O
o
ω
o
げ
驚
言
く
①
叶
可
①
浪
）
の
総
括
的
概
念
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
　
例
え
ば
、
　
O
鈴
叶
ぎ
゜
q
窪
，

　
　
　
出
8
げ
o
昌
ぴ
ξ
σ
Q
－
切
苫
芸
出
Φ
ロ
吻
c
。
日
》
昌
日
゜
e
‥
○
①
亀
o
笥
ぎ
カ
○
問
－
民
o
日
日
゜
国
○
甲
●
c
。
誤
》
昌
日
゜
N
…
○
昆
｛
ロ
甘
困
○
男
・
民
o
日
日
・
．

　
　
　
国
O
切
N
°
》
已
ぬ
゜
（
H
Φ
忠
）
吻
c
。
O
O
》
昌
日
゜
N
…
已
．
拶
゜
は
そ
れ
を
同
一
の
意
味
に
使
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
な
お
、
わ
が
国
で
は
、
商
人
の
交
互
計
算
契
約
を
商
人
の
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
と
し
て
、
こ
れ
を
附
属
的
商
行
為
（
商
五
〇
三
）
と
す
る

　
　
　
こ
と
に
異
論
は
な
い
。

　
　
（
4
）
O
菖
o
弍
ぎ
カ
○
力
六
〇
日
目
゜
吻
・
。
留
巨
口
芦
叶
ロ
゜
…
o
力
o
巨
Φ
σ
Q
江
げ
Φ
吟
ぴ
q
胃
出
。
（
g
目
①
巳
、
吻
ω
蜜
》
昌
日
』
O
融
・
…
］
・
＜
・
9
0
纂
o
、
出
①
乱
o
ア

　
　
　
ω
冨
o
暮
已
゜
o
Q
n
法
㈱
昌
暮
ω
詰
o
宮
、
Φ
゜
》
已
φ
゜
（
声
O
お
）
o
力
゜
吟
c
。
。
。
…
い
己
一
日
0
5
①
゜
p
O
°
o
り
゜
H
㊤
や
は
゜
一
松
本
「
商
行
為
法
」
　
（
大
一
五
）
一
、
一
一
二

　
　
　
頁
、
大
橋
「
商
行
為
法
講
義
」
（
昭
一
〇
）
一
〇
七
頁
、
小
町
谷
「
商
行
為
法
論
」
（
昭
一
八
）
一
五
三
頁
、
石
井
h
商
法
．
商
行
為
法
海
商
法
」
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　一叢tO．
両岡律法

一

　
（
昭
二
七
）
三
四
頁
、
松
岡
「
商
法
綱
義
下
」
　
（
昭
二
八
）
四
三
七
頁
、
田
中
誠
「
商
行
為
法
」
．
（
昭
二
九
年
）
一
四
三
頁
、
西
原
「
商
法
総
則

　
・
商
行
為
法
」
　
（
昭
三
〇
）
一
一
七
頁
、
鈴
木
「
商
行
為
法
・
保
険
法
・
海
商
法
」
　
（
昭
三
二
）
二
二
頁
各
参
照
。

（
5
）
く
σ
q
一
゜
∨
°
＜
°
ρ
・
済
⑲
ρ
①
゜
○
二
〇
力
゜
お
⑩
・

（
6
）
　
交
互
計
算
が
帳
簿
的
技
術
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
Φ
苫
o
Φ
詳
、
N
旨
く
①
8
ぎ
貯
n
庁
已
ロ
σ
Q
●
①
叶
↑
o
冒
Φ
＜
o
日
民
o
昌
8
ぎ
吋
，
，

　
器
b
ご
N
頃
男
H
O
“
ω
゜
」
8
…
O
o
口
日
日
見
○
力
貞
o
日
日
゜
吻
c
。
韻
票
巳
゜
》
ロ
目
゜
三
乙
力
6
古
宮
o
q
巴
9
お
巽
出
o
怜
g
目
9
一
“
●
ω
題
巨
白
葺
ω
・

（
7
）
＜
σ
e
古
d
盲
Φ
さ
p
p
°
P
乙
力
右
N
㌣

（
8
）
　
＜
σ
q
庁
o
り
o
廿
⊂
日
①
ロ
P
出
§
●
9
ω
苫
o
宮
・
（
」
⑩
置
）
ロ
ム
・
N
6
力
・
お
゜
わ
が
国
に
お
い
て
、
と
く
に
こ
の
問
題
を
詳
論
し
た
も
の
は
わ
た
く
し

　
の
知
る
限
り
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吟

（
9
）
○
量
゜
量
き
旨
゜
匡
・
ζ
゜
×
ぎ
p
（
H
§
）
切
△
ふ
゜
・
°
N
§
〔
°
に
よ
る
と
ω
菖
・
ぎ
・
叶
9
ω
是
。
旨
§
は
＼
即
座
に
残
額
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
算
定
さ
れ
る
計
算
と
さ
れ
、
そ
の
方
式
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

蟄
　
　
畑露婁渇

日…ぱ蜜

一
部
　
　
巴
（
d
日
ω
葺
N
o
）

昨
母
（
窒
二

培
　
　
沽

（
出
①
ぴ
Φ
o
）

獣
巴
癬
強
　

（
ω
巴
臼
o
昌
）

碇
母
（
ω
O
二
）

＝
ピ
製

置
c
o
O
亘
O

H
Φ
O
Φ
゜
朝
O

嵩
G
o
」
°
c
。
O

　
　
な
お
、
継
続
交
互
計
算
の
利
息
計
算
（
N
一
β
ω
叶
Φ
O
庁
口
β
昌
σ
q
）
方
法
に
つ
い
て
は
、
○
①
宮
o
『
ρ
P
P
O
こ
ω
・
謹
N
c
。
■
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
0
）
　
と
く
に
ω
＄
民
o
汗
o
白
9
犀
o
苔
①
巳
の
問
題
を
扱
つ
た
文
献
と
し
て
は
、
呂
o
犀
び
O
o
『
民
o
馨
o
丙
o
苔
o
暮
く
①
叶
犀
Φ
げ
『
、
（
ド
O
O
N
）
…
民
o
嘗
ω
9
」
P

　
N
頃
男
ミ
ω
゜
や
゜
。
牙
民
冨
B
O
魯
民
。
昌
g
汀
巨
g
言
①
詳
日
σ
Q
二
お
ω
Φ
）
｝
宅
①
冨
o
ひ
。
目
」
σ
q
、
巴
ロ
ロ
Φ
戸
古
壁
σ
q
N
旨
↑
。
言
①
＜
。
日
因
。
彗
。
汀
7

　
『
o
巨
“
』
綱
」
Φ
c
。
。
。
“
㊤
ω
O
⑩
H
融
゜
が
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
不
幸
に
し
て
参
照
の
機
会
を
え
な
か
つ
た
。

（
1
1
）
　
＜
⑦
a
一
゜
○
じ
O
O
Φ
吟
吟
、
P
讐
O
こ
N
出
力
」
O
N
切
゜
N
O
c
o
巨
昌
日
゜
声
c
o
F
H
O
ω
、
　
ω
゜
o
◎
ω
9

（
2
1
）
　
＜
図
一
゜
の
n
プ
c
日
P
口
b
、
坦
゜
P
°
〔
ア
、
ω
゜
《
O
°
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（
1
4
）
　
く
o
q
㌍
さ
目
⑦
5
P
P
O
二
ω
゜
巴
O
°
な
お
、
ア
ソ
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
的
交
互
計
算
理
論
お
よ
び
そ
の
リ
ー
デ
ィ
γ
グ
・
ケ
ー
ス
の
詳
細
に
つ

　
い
て
は
、
ウ
ル
マ
ー
の
紹
介
（
①
゜
餌
゜
○
こ
　
ω
゜
　
》
o
」
O
爲
゜
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
4
）
　
ド
イ
ツ
商
法
第
三
五
五
条
一
項
は
「
商
人
と
取
引
関
係
に
立
つ
者
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
引
関
係
よ
り
生
ず
る
双
方
の
請
求
権
お

　
よ
び
給
付
並
び
に
利
息
を
計
算
に
置
き
且
つ
差
引
計
算
お
よ
び
当
事
者
の
一
方
ま
た
は
相
手
方
に
生
じ
た
る
超
過
額
の
確
定
に
よ
り
て
、
定
期
的

　
な
る
時
期
に
お
い
て
決
済
を
な
す
と
き
は
、
計
算
閉
鎖
に
際
し
超
過
額
を
受
く
べ
き
者
は
、
計
算
中
に
利
息
を
加
算
し
た
る
と
き
と
難
も
、
閉
鎖

　
の
日
よ
り
超
過
額
に
つ
き
利
息
を
請
求
す
る
こ
と
を
得
」
と
規
定
す
る
。
な
お
、
わ
が
商
法
第
五
二
九
条
以
下
の
交
互
計
算
規
定
は
、
右
の
ド
イ

　
ツ
法
系
に
属
し
、
法
律
要
件
的
に
は
殆
ん
ど
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
（
＜
σ
q
一
゜
己
｛
b
］
O
吟
w
①
タ
①
゜
〔
U
こ
　
ω
゜
N
戸
O
）
。

（
1
5
）
　
交
互
計
算
契
約
に
お
い
て
は
、
法
律
の
規
定
ま
た
は
特
約
に
よ
り
交
互
計
算
組
入
の
日
か
ら
各
個
別
債
権
項
目
に
利
息
を
附
し
て
い
る
場
合

　
で
も
、
計
算
閉
鎖
の
日
以
後
の
法
定
利
息
を
請
求
し
う
る
（
商
五
三
三
皿
）
。
　
し
た
が
つ
て
、
重
利
禁
止
（
民
四
〇
五
、
ド
イ
ツ
民
二
四
八
）
の

　
例
外
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
異
論
を
み
な
い
。

（
1
6
）
　
＜
σ
Q
一
・
ω
。
巨
o
牧
巴
●
雪
σ
Q
魯
出
⑦
S
①
『
日
6
巨
、
吻
ω
9
＞
昌
日
゜
・
。
O
…
」
°
＜
°
食
①
完
P
P
①
b
こ
o
力
゜
お
゜
。
…
切
o
§
π
ρ
餌
゜
①
b
こ
ω
゜
⑩
」
O
°

（
1
7
）
　
乙
り
o
げ
】
o
σ
q
巴
ぴ
o
叶
σ
q
o
〔
，
国
o
h
o
『
目
o
巳
、
●
ω
凱
m
》
ロ
日
゜
ω
H
已
゜
c
。
N
°
な
お
、
シ
ュ
ー
マ
ン
は
、
商
法
の
規
定
は
明
ら
か
に
「
定
期
的
な
時
期
に
お

　
け
る
決
済
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
の
譲
歩
的
性
質
（
墨
合
o
q
｛
o
ぴ
」
領
o
宕
舞
g
）
は
継
続
交
互
計
算
契
約
の
締
結
を
許
す
も
の
と
解
し
，

　
　
（
P
P
O
ス
ω
・
O
O
）
、
ヘ
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
は
、
継
続
交
互
計
算
が
、
商
法
の
概
念
規
定
の
も
と
に
属
す
る
や
否
や
の
問
題
は
な
お
考
察
す
べ
き
問

　
題
を
残
し
て
い
る
が
、
少
く
と
も
当
事
者
の
一
方
が
商
入
で
あ
り
且
つ
定
期
的
に
残
額
の
承
認
が
行
わ
れ
る
限
り
そ
れ
は
肯
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

　
い
と
し
て
（
①
゜
①
“
○
こ
切
゜
凱
《
O
　
ワ
「
O
叶
O
　
O
　
已
゜
　
m
切
朝
）
、
共
に
継
続
交
互
計
算
に
対
す
る
商
法
の
適
用
を
認
め
、
当
事
者
が
い
ず
れ
を
欲
し
た
か
は
解

　
釈
の
問
題
だ
と
す
る
。

（
1
8
）
　
「
有
価
証
券
の
寄
託
お
よ
び
調
達
に
関
す
る
法
律
」
（
乙
力
o
σ
q
’
0
8
0
品
o
ω
o
言
…
○
°
巴
O
窪
ユ
」
o
＜
o
同
笥
①
言
已
昌
σ
Q
已
o
●
』
5
ω
0
9
民
已
昌
σ
Q
＜
o
昌

　
零
o
詳
O
g
官
o
苫
昌
く
o
日
膳
ウ
o
ひ
叶
已
p
『
H
㊤
ω
声
）
第
一
九
条
四
項
。
同
法
は
、
元
来
、
有
価
証
券
の
寄
託
者
等
に
そ
の
所
有
権
を
確
保
し
て
こ
れ
を

　
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
べ
民
法
の
寄
託
契
約
の
特
則
を
な
し
、
実
際
上
、
主
と
し
て
銀
行
に
対
す
る
有
価
証
券
寄
託
の
場
合
に
適

　
用
さ
れ
る
が
、
し
か
し
銀
行
の
み
な
ら
ず
、
商
業
の
経
営
に
お
い
て
封
印
さ
れ
な
い
有
価
証
券
の
寄
託
を
う
け
た
す
べ
て
の
商
人
に
も
適
用
さ
れ

　
（
一
皿
、
な
お
四
一
）
、
ま
た
、
有
価
証
券
の
買
入
間
屋
も
委
託
者
保
護
の
目
的
か
ら
そ
の
適
用
を
う
け
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
同
法
第
一
九
条

　
四
項
は
、
右
問
屋
と
委
託
者
と
が
交
互
計
算
関
係
に
あ
る
場
合
、
銀
行
取
引
上
の
有
価
証
券
買
入
委
託
の
実
行
に
よ
つ
て
生
じ
た
債
権
債
務
の
決

　
，
済
に
関
す
る
特
則
で
あ
り
、
定
期
的
な
残
額
確
定
を
目
的
と
す
る
商
法
の
交
互
計
算
規
定
の
主
要
な
要
件
は
、
こ
の
場
合
全
く
適
用
さ
れ
な
い
こ
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と
に
な
つ
て
い
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
く
σ
q
ピ
O
巳
｛
ぶ
O
o
O
o
品
o
器
言
、
N
°

旨
゜
』
已
口
（
」
㊤
朝
①
）
》
昌
げ
琶
o
q
N
已
●
膳
8
0
8
0
°
ピ
O
》
ロ
日
・
卜
・

》
已
O
°
（
H
Φ
留
）
o
り
゜
N
◎
。
ふ
氏
．
…
切
①
已
日
ぴ
R
宇
］
）
已
O
o
夢
出
O
ヒ
d

二
　
残
額
請
求
権
－
附
　
残
額
差
押
の
問
題
1

叢一論律法

　
一
　
計
算
期
間
の
閉
鎖
に
よ
る
一
括
決
済
に
よ
つ
て
生
じ
た
超
過
額
は
、
相
手
方
の
承
認
以
前
に
独
立
の
請
求
権
と
し
て
行
使
す
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
は
争
い
が
あ
る
。

　
通
説
的
見
解
に
ょ
れ
ば
、
交
互
計
算
契
約
は
、
当
然
の
効
果
と
し
て
一
定
の
計
算
期
間
閉
鎖
時
点
に
お
い
て
、
双
方
の
債
権
債
務
の
総
額

に
つ
き
差
引
決
済
す
る
合
意
を
潜
在
せ
し
め
る
が
、
残
額
確
定
の
完
結
に
は
、
相
手
方
の
明
示
ま
た
は
黙
示
の
承
認
を
必
要
と
す
る
（
、
）
。

す
な
わ
ち
、
一
括
決
済
と
残
額
承
認
は
不
可
分
の
統
一
体
を
構
成
し
、
し
た
が
つ
て
決
済
お
よ
び
残
額
承
認
以
前
に
は
、
計
算
項
目
は
ま

さ
に
支
払
猶
予
と
同
様
で
あ
り
（
2
）
、
残
額
請
求
権
は
発
生
し
な
い
。

　
右
の
結
論
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
を
生
ず
る
。
当
事
者
の
一
方
に
生
じ
た
超
過
額
は
、
承
認
さ
れ
な
い
限
り
残
額
債
権
と
し
て
仮

差
押
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
（
3
）
。
　
し
た
が
つ
て
相
手
方
は
、
承
認
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
よ
り
仮
差
押
を
免
か
れ
る
と
い
う
不
当
な
結
果

を
生
ず
る
？
）
。
残
額
承
認
が
拒
絶
さ
れ
た
と
き
は
い
ま
ず
、
残
額
の
承
認
を
請
求
す
べ
き
で
あ
り
、
差
引
決
済
の
結
果
生
じ
た
超
過
額

を
直
接
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
る
場
合
、
残
額
承
認
の
請
求
原
因
と
、
残
額
支
払
の
請
求
原
因
と
の
関
係
に
よ
つ
て
、
裁
判

所
の
管
轄
の
決
定
に
困
難
な
問
題
を
生
ず
る
（
，
）
。
し
か
し
、
通
説
は
、
残
額
承
認
の
請
求
は
同
時
に
残
額
支
払
の
請
求
を
伴
う
こ
と
を

許
容
す
る
か
ら
（
6
）
、
右
の
疑
問
は
、
訴
訟
上
に
お
い
て
一
応
解
決
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
残
額
承
認
に
対
し
多

少
の
意
味
を
認
め
る
こ
と
は
実
際
上
困
難
で
あ
ろ
う
（
7
）
。

　
他
方
、
通
説
的
見
解
と
い
え
ど
も
、
計
算
期
間
中
の
交
互
計
算
の
解
除
（
商
五
三
四
）
ま
た
は
一
方
当
客
者
の
破
産
へ
破
六
六
）
の
場
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合
に
お
い
て
は
、
最
終
的
な
差
引
決
済
の
行
わ
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
残
額
請
求
権
は
、
さ
ら
に
承
認
に
よ
る
独
立
の
債
務
原
因
を

要
し
な
い
と
解
し
て
い
る
（
8
）
。
　
こ
の
結
論
は
、
全
交
互
計
算
関
係
の
終
了
に
際
し
、
自
動
的
に
差
引
決
済
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
意
識
す

る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
（
9
）
。

（
1
）
　
＜
σ
q
一
゜
㍉
゜
＜
°
O
］
魯
丙
P
p
°
担
O
こ
乙
力
゜
☆
O
ひ
゜
…
乙
力
o
置
o
σ
q
o
」
ぴ
魯
σ
Q
Φ
吟
－
口
①
㎡
窪
日
o
法
“
吻
ω
口
凱
由
ロ
B
°
c
。
O
已
゜
c
。
ご
　
民
o
o
巳
σ
q
①
－
弓
江
o
げ
日
①
昌
夢

　
出
O
ロ
●
c
。
凱
凱
』
昌
日
゜
O
‥
F
p
°
松
本
・
一
三
七
頁
、
大
橋
・
一
一
〇
頁
、
小
町
谷
・
一
五
七
頁
、
石
井
・
三
五
頁
、
田
中
誠
・
一
四
四
頁
、

　
西
原
・
一
一
七
頁
以
下
、
鈴
木
・
二
三
頁
各
参
照
。

（
2
）
　
こ
の
支
払
猶
予
的
効
果
（
ω
巳
白
△
已
昌
σ
q
ω
看
三
（
已
ロ
゜
q
）
に
対
し
て
は
、
　
O
O
O
O
o
艮
P
p
°
O
こ
N
国
ヵ
」
O
N
“
切
゜
H
。
。
ト
。
守
が
継
続
的
決
済
理
論

　
の
立
場
か
ら
き
び
し
い
批
判
お
よ
び
疑
間
を
述
べ
て
い
る
。

（
3
）
　
＜
σ
q
庁
ω
6
巳
o
°
q
巴
ぴ
雪
σ
q
魯
－
国
o
h
o
H
日
o
巨
“
●
c
。
田
》
目
白
゜
c
◎
ト

（
4
）
　
＜
σ
q
庁
≦
o
｛
ω
嘗
o
昌
巳
σ
Q
、
』
司
冶
。
。
。
。
、
ω
・
ω
8
H
°
（
但
し
未
見
ロ
o
は
罫
P
P
◎
°
○
二
〇
力
゜
H
」
に
よ
る
）
。

（
5
）
ヒ
d
。
§
犀
P
①
゜
口
゜
O
二

（
6
）
＜
°
Q
庁
↑
合
日
§
昌
・
担
長
、
出
O
ロ
吻
ω
切
朝
』
目
日
゜
N
。
。
…
知
葺
o
ひ
民
。
日
日
゜
＝
O
一
］
吻
c
。
田
》
昌
口
㎝
…
O
ξ
ぎ
。
Q
隅
出
8
9
巳
9
σ
Q
・

　
切
『
Φ
苦
●
c
。
9
》
問
日
゜
留
已
゜
⇔
ω
吉
》
昌
日
゜
撃
…
0
9
画
o
毛
甘
問
○
殉
－
因
o
日
日
゜
●
c
。
留
》
昌
日
゜
ミ
已
゜
N
c
。
°

（
7
）
ロ
。
§
汀
、
①
ふ
゜
○
ス
。
o
」
N

（
8
）
，
＜
o
Q
ピ
Ω
o
合
ロ
芦
力
○
力
肉
o
目
白
゜
吻
ω
留
》
ロ
日
゜
ミ
N
已
゜
。
…
の
。
匡
Φ
吟
色
ひ
o
品
零
出
o
⌒
9
日
9
ど
●
ω
㌫
』
目
日
゜
《
c
。
°

（
9
）
　
日
日
o
〔
①
゜
P
O
こ
0
力
゜
」
O
㊤
で
は
、
　
「
交
互
計
算
期
間
終
了
の
と
き
に
、
そ
れ
ま
で
猶
予
さ
れ
て
い
た
積
極
項
目
お
よ
び
消
極
項
目
の
差
引

　
決
済
が
実
現
さ
れ
る
」
と
述
べ
、
　
ま
た
、
　
o
力
o
巨
6
σ
Q
o
宗
窪
σ
Q
o
吟
，
ロ
①
合
吟
日
o
已
、
●
c
。
呂
》
ロ
日
゜
望
も
、
　
「
全
交
互
計
算
関
係
終
了
の
場
合
に

　
は
、
個
々
の
計
算
期
間
終
了
と
異
な
り
、
自
動
的
に
差
引
決
済
が
行
わ
れ
る
」
旨
を
認
め
て
い
る
。
　
　
’

二
　
右
の
通
説
に
対
し
、
差
引
決
済
は
、
交
互
計
算
期
間
の
閉
鎖
に
よ
り
自
動
的
に
実
現
さ
れ
、
そ
の
結
果
生
じ
た
残
額
は
、
相
手
方
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の
承
認
以
前
と
難
も
独
立
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
見
解
は
、
総
じ
て
、
継
続
的
決
済
理
論
の
観
点
に
基
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
下
そ
の
主
要
な
学
説
の
論
点
を
述
べ
る
。

　
↓
、
こ
の
点
に
関
し
、
バ
イ
ッ
ケ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
－
）
。
交
互
計
算
契
約
の
効
果
と
し
て
、
計
算
項
目
の
相
対
的
決

済
が
常
に
自
動
的
に
行
わ
れ
る
と
い
う
継
続
的
決
済
理
論
は
、
少
く
と
も
、
通
説
的
な
定
期
的
一
括
決
済
理
論
の
枠
内
に
お
い
て
も
顧
慮

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
つ
た
か
。
と
く
に
、
債
権
債
務
の
差
引
決
済
は
、
当
事
者
の
意
思
表
示
に
は
全
く
無
関
係
で
あ
り
、
計
算
期
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ト
　
　
ヘ
　
　
シ
　
　
モ

閉
鎖
又
は
交
互
計
算
関
係
の
終
了
と
同
時
に
、
当
初
に
合
意
さ
れ
た
決
算
が
ひ
と
り
で
に
（
＜
O
口
　
ω
Φ
一
ぴ
ω
古
）
実
現
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
つ
て

残
額
請
求
権
は
自
動
的
に
弁
済
期
に
達
す
る
。
　
そ
し
て
こ
の
解
釈
は
商
法
の
規
定
に
も
相
応
す
る
（
，
）
。
す
な
わ
ち
、
商
法
は
、
交
互
計

算
が
「
差
引
計
算
お
よ
び
超
過
額
の
確
定
に
よ
り
決
済
さ
れ
る
」
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
差
引
決
済
と
超
過
額
の
確
定
を
対

立
せ
し
め
て
い
る
か
に
み
え
る
が
、
立
法
老
は
、
交
互
計
算
の
法
律
的
定
義
お
よ
び
そ
の
概
念
要
素
の
摘
示
に
関
し
て
は
、
た
だ
、
商
人

の
取
引
関
係
に
生
ず
る
現
象
を
書
き
移
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
決
済
お
よ
び
残
額
の
確
定
は
、
一
般
的
に
行
わ
れ
る
交
互
計

算
の
特
色
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
　
承
認
が
拒
絶
さ
れ
た
場
合
、
　
残
額
の
確
定
な
し
に
そ
の
支
払
を
直
接
訴
求
す
る
こ
と
を

排
除
せ
ん
と
し
た
の
で
は
な
い
。
同
様
に
、
通
常
行
わ
れ
る
差
引
決
済
お
よ
び
超
過
額
の
確
定
を
挙
示
し
た
の
も
、
残
額
に
対
す
る
利
息

支
払
債
務
を
確
定
す
る
た
め
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
け
だ
し
、
残
額
に
対
す
る
利
息
は
、
残
額
承
認
の
日
か
ら
算
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く

（
さ
う
で
な
け
れ
ば
、
残
額
承
認
の
遅
延
に
よ
り
利
息
支
払
債
務
は
減
少
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
）
、
　
計
算
期
間
の
閉
鎖
又
は
全
交
互
計

算
関
係
の
終
了
の
日
か
ら
計
算
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
、
）
。
　
し
か
し
乍
ら
、
自
動
的
に
生
ず
る
残
額
は
、
個
別
的
項
目
の
成
果
　
（
勺
吟
o
I

●
⊆
宮
O
魯
o
冨
N
o
庁
o
印
O
o
巴
①
目
）
に
留
ま
る
べ
く
、
　
し
た
が
つ
て
、
個
々
の
債
権
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
各
担
保
は
、
残
額
自
体
に

有
効
に
持
続
さ
れ
、
更
改
的
効
力
を
有
す
る
残
額
の
承
認
に
よ
つ
て
、
始
め
て
担
保
に
関
す
る
特
別
規
定
を
必
要
と
す
る
（
、
）
。
ま
た
、

自
動
的
に
生
じ
た
残
額
は
、
承
認
さ
れ
た
残
額
と
異
な
り
、
個
別
的
項
目
の
成
果
に
留
ま
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
債
権
者
は
、
残
額
請
求
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の
訴
訟
に
お
い
て
、
常
に
個
別
的
項
目
の
存
在
を
挙
証
す
る
責
任
を
負
担
す
る
。

　
同
、
バ
ウ
ム
バ
ッ
ハ
も
、
残
額
請
求
権
は
、
計
算
期
間
の
満
了
と
同
時
に
当
然
に
生
じ
、
一
方
当
事
者
に
よ
る
算
定
お
よ
び
通
知
を
附

け
加
え
る
必
要
は
な
い
（
5
）
、
と
い
う
点
で
バ
イ
ツ
ケ
と
同
一
の
見
解
で
あ
る
（
6
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
ヘ
　
　
　
シ

　
国
、
シ
ュ
ー
マ
ン
の
見
解
に
ょ
る
と
（
7
）
、
　
双
方
の
債
権
は
、
決
済
時
期
に
直
ち
に
（
o
古
目
o
宅
o
含
o
叶
Φ
ω
）
差
引
決
済
さ
れ
る
も
の
と
．

看
倣
さ
れ
る
べ
く
、
こ
の
点
で
交
互
計
算
契
約
に
は
、
差
引
決
済
契
約
（
＜
①
苔
①
合
ロ
巨
σ
q
ω
＜
o
詳
日
o
Q
）
を
包
含
す
る
と
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
た
が
つ
て
、
そ
の
時
以
後
差
引
決
済
時
点
で
生
じ
た
残
額
は
、
直
接
支
払
請
求
が
可
能
で
あ
る
。
通
説
が
、
残
額
の
ほ
か

に
な
お
相
手
方
に
よ
る
承
認
を
必
要
と
す
る
の
は
、
担
保
と
の
関
連
に
お
い
て
、
計
算
閉
鎖
の
承
認
（
》
昌
o
済
⑦
昌
o
已
ロ
σ
Q
臼
o
ω
ヵ
o
⇔
げ
1

昌
自
目
σ
q
。
・
①
ひ
ω
o
巨
ロ
ω
ω
o
ω
）
に
　
一
目
及
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
残
額
請
求
権
の
発
生
は
、
残
額
の
承
認
を
必
要
と
す
る
何
等
の
根
拠
も
な
い
。

計
算
期
間
の
閉
鎖
に
よ
つ
て
、
自
動
的
に
行
わ
れ
る
差
引
決
済
と
は
、
双
方
の
債
権
総
額
の
単
な
る
差
引
計
算
（
＜
o
苔
o
合
昌
已
O
σ
Q
）
で

あ
つ
て
、
厳
密
な
意
味
で
の
、
い
わ
ゆ
る
相
殺
⌒
巨
已
守
o
o
庁
昌
已
昌
o
Q
）
と
は
異
な
り
、
債
務
消
滅
の
効
力
（
o
り
O
庁
ρ
一
〇
古
一
一
〇
Q
O
】
山
△
Φ
　
民
『
①
峠
古
）

を
有
し
な
い
（
8
）
。
　
し
た
が
つ
て
、
双
方
の
旧
債
権
は
な
お
存
続
す
る
が
、
そ
れ
を
独
立
に
行
使
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
で
き
な
い
。
た

だ
、
残
額
に
限
定
さ
れ
た
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
、
積
極
額
（
巨
犀
古
」
＜
O
O
ω
古
O
口
）
と
し
て
行
使
さ
れ
る
に
留
ま
る
。
斯
様
な
点
で
債
権
が

相
殺
に
よ
つ
て
消
滅
し
た
と
同
様
に
取
扱
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
争
い
と
な
つ
て
い
る
個
々
の
債
権
に
つ
い
て
は
、
残
額
債
権
者
が
そ

の
存
在
を
挙
証
す
る
責
任
を
負
担
し
、
債
務
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
抗
弁
を
も
つ
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
旧
債
権
に
設
定
さ
れ
た
担

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

保
は
、
差
引
決
済
以
後
な
お
有
効
に
存
続
し
、
残
額
債
権
者
は
、
担
保
さ
れ
た
債
権
と
残
額
債
権
と
の
相
等
す
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
担

保
物
か
ら
弁
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
㈲
、
ゴ
ー
デ
ィ
ン
も
ま
た
計
算
期
間
の
閉
鎖
で
の
自
動
的
差
引
決
済
を
認
め
る
（
9
）
。
し
か
し
、
こ
の
差
引
決
済
は
、
債
務
消
滅
の
効
力

を
有
し
、
し
か
も
双
方
の
取
引
関
係
か
ら
生
ず
る
債
権
が
、
差
引
計
算
の
対
象
と
し
て
相
互
に
対
立
す
る
限
度
に
お
い
て
消
滅
す
る
。
し
た
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が
つ
て
、
こ
の
決
済
は
新
し
い
債
権
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
こ
で
の
差
引
決
済
と
は
、
按
分
比
例
的
に
（
＜
o
許
巴
古
巳
ω
1

日
餌
津
σ
Q
）
実
現
さ
れ
、
各
債
権
の
超
過
部
分
の
合
計
額
が
積
極
的
残
額
を
形
成
す
る
。
こ
の
見
解
に
従
う
と
、
承
認
以
前
の
残
額
は
、
一

種
の
債
権
の
束
（
ウ
o
a
o
s
ロ
ロ
σ
Q
ω
ぴ
C
ロ
臼
o
一
）
で
あ
り
、
同
質
の
債
権
は
存
在
し
な
い
（
－
o
）
。
残
額
の
承
認
に
よ
り
、
し
か
も
更
改
的
効
果

に
基
く
新
し
い
残
額
債
権
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
（
1
1
）
℃

　
国
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
松
岡
教
授
が
自
動
的
決
済
理
論
を
認
め
ら
れ
る
。
教
授
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
交
互
計
算
の
期
間
が
満
了
す

　
　
シ
　
　
も

れ
ば
当
然
に
計
算
が
閉
鎖
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
れ
と
同
時
に
、
各
項
目
の
債
権
債
務
は
そ
の
総
額
に
お
い
て
当
然
に
差
引
決
済
さ
れ
、
そ
の

瞬
間
に
お
い
て
高
額
の
方
の
差
額
、
す
な
わ
ち
＼
残
額
支
払
の
債
債
権
務
が
ま
た
当
然
に
発
生
す
る
。
こ
の
積
極
的
効
力
は
、
当
初
の
交
互

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
シ

計
算
契
約
よ
り
生
ず
る
当
然
の
効
力
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
残
額
債
権
に
つ
き
債
権
者
は
計
算
閉
鎖
の
日
以
後
の
法
定
利
息
を
請

求
し
う
る
の
で
あ
る
（
賊
豊
一
一
百
）
。
こ
の
点
に
関
し
、
債
権
債
務
の
総
額
決
済
及
び
残
額
債
務
発
生
の
効
力
を
、
計
算
書
の
承
認
に
よ
つ
て

生
ず
る
と
す
る
通
説
に
よ
つ
て
は
到
底
合
理
的
に
説
明
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
（
ロ
）
、
と
。
し
か
し
、
教
授
の
差
引
決
済
理
論
は
、
そ
の
効

果
と
し
て
旧
債
権
債
務
の
全
部
的
な
消
滅
を
生
じ
（
し
た
が
つ
て
、
各
担
保
も
消
滅
す
る
）
、
同
時
に
残
額
に
つ
い
て
の
新
し
い
債
権
を
発

生
す
る
。
す
な
わ
ち
、
計
算
閉
鎖
に
よ
つ
て
自
動
的
に
行
わ
れ
る
差
引
決
済
は
、
更
改
的
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
点
に
お
い
て
、

前
述
の
バ
イ
ツ
ケ
お
よ
び
シ
ュ
ー
マ
ン
の
結
論
と
異
な
つ
て
い
る
。

（
1
）
　
ヒ
O
o
声
冒
π
①
、
①
ふ
゜
O
二
切
゜
H
N
ム
ビ

（
2
）
　
ド
イ
ツ
商
法
第
三
五
五
条
参
照
。

（
3
）
　
通
説
で
あ
る
（
＜
σ
q
」
・
S
・
＜
・
○
」
o
完
P
P
P
O
こ
ω
゜
±
O
‥
ω
o
古
二
日
①
昌
P
P
P
O
◆
】
0
り
゜
認
…
已
゜
P
）
。

（
4
）
　
ド
イ
ツ
商
法
第
三
五
六
条
一
項
は
「
質
権
・
保
証
そ
の
他
の
方
法
に
お
い
て
担
保
せ
ら
れ
た
る
債
権
が
交
互
計
算
中
に
計
上
せ
ら
れ
た
る
と

き
は
、
計
算
期
間
の
承
認
に
よ
り
て
、
債
権
者
は
交
互
計
算
よ
り
生
ず
る
自
己
の
残
額
債
権
と
前
掲
の
債
権
と
が
相
等
す
る
限
度
内
に
お
い
て
担
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保
物
よ
り
弁
済
を
請
求
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
し
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
個
別
債
権
の
担
保
の
間
．
題
は
、
後
述
の
残
．
額
承
認
の
効
栗

　
の
箇
所
に
お
い
て
詳
論
す
る
。

（
5
）
切
芦
日
冨
合
占
昆
9
“
吻
ω
O
口
》
昌
日
゜
ω
ロ
゜

（
6
）
　
し
か
し
、
　
バ
ウ
ム
バ
ッ
ハ
は
結
論
に
お
い
て
「
定
期
的
な
時
期
に
お
け
る
決
済
」
と
い
う
商
法
の
規
定
を
、
定
期
的
な
承
認
契
約
（
O
①
下

　
δ
合
ω
6
犀
0
5
巨
昌
o
済
Φ
ロ
巳
巳
ω
＜
忠
言
☆
σ
q
）
に
関
連
せ
し
め
て
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
自
動
的
決
済
を
認
め
る
か
ら
、
理
論
と
し
て
は
不
徹
底
に

　
思
わ
れ
る
（
＜
σ
q
じ
切
①
ρ
目
げ
①
O
亨
O
已
臼
O
P
●
ω
O
O
巨
ロ
日
゜
c
。
O
）
。

（
7
）
ω
6
巨
日
§
P
鱒
゜
p
O
二
ω
゜
朝
O
占
ゲ

（
8
）
　
交
互
計
算
に
行
わ
れ
る
一
括
差
引
決
済
は
、
民
法
上
の
固
有
の
相
殺
（
民
五
〇
五
以
下
ド
イ
ツ
民
三
八
七
以
下
）
と
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て

　
今
日
殆
ん
ど
争
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
0
8
0
魯
せ
P
P
O
二
N
国
ヵ
H
O
N
、
ω
゜
」
や
・
。
は
、
交
互
計
算
当
事
者
は
契
約
に
基
く
差

　
引
決
済
関
係
に
お
い
て
帳
簿
上
の
技
術
的
規
則
に
拘
束
さ
れ
る
が
、
相
殺
関
係
に
は
置
か
れ
な
い
点
を
強
調
し
て
お
り
、
ま
た
、
O
①
5
民
ω
合
巳
津

　
N
自
目
国
巳
薯
已
廷
亀
①
ω
ロ
Φ
ロ
ω
゜
H
⑩
。
。
（
但
し
国
o
S
①
叶
日
o
巳
、
①
∀
餌
゜
○
二
ω
゜
O
O
O
Z
g
o
⇔
に
よ
る
）
も
、
　
交
互
計
算
に
は
独
立
に
有
効
な
債
権

　
の
対
立
が
存
し
な
い
以
上
、
差
引
決
済
に
際
し
、
個
別
項
目
間
に
固
有
の
相
殺
は
行
わ
れ
な
い
点
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
正
当
で
あ
る
。

（
9
）
○
。
合
昌
甘
男
○
勾
民
o
日
日
゜
吻
ω
留
巨
目
日
゜
ミ
N
ロ
O
ロ
゜
声
H
°

（
1
0
）
　
O
o
庄
芦
巨
勾
O
閲
－
民
o
日
日
゜
吻
。
。
誤
》
目
日
゜
N
や
N
ρ
玲
ゴ
ー
デ
ィ
ン
の
こ
の
結
論
は
、
ド
イ
ツ
大
審
院
（
そ
の
基
礎
理
論
は
ヵ
O
N
H
。
。
N
“

　
ω
゜
N
H
q
⊃
参
照
）
の
見
解
に
従
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
大
審
院
の
判
例
は
、
按
分
比
例
的
な
一
括
相
殺
（
＜
Φ
書
巴
言
富
日
ぽ
露
σ
Q
⑦
○
Φ
ω
口
日
－

音
ロ
守
o
合
昌
已
o
σ
q
）
か
ら
出
発
し
て
お
り
、
低
額
の
記
帳
の
総
計
が
、
高
額
の
記
帳
の
総
計
に
正
比
例
し
て
、
高
額
の
計
算
項
目
は
そ
の
割
合
に
お
い

　
て
消
滅
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
超
過
額
は
、
差
引
計
算
さ
れ
ず
に
残
つ
た
債
権
部
分
か
ら
成
り
立
つ
と
こ
ろ
の
モ
ザ
イ
ク
的
構
成
物
で
あ
る
、
と
。

（
1
1
）
　
し
か
し
、
ゴ
ー
デ
ィ
ン
は
承
認
以
前
の
残
額
、
と
く
に
計
算
期
間
中
の
残
額
請
求
権
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
未
だ
十
分
に
研
究
さ
れ
て
い
な

　
い
点
を
自
認
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
●
ω
留
由
昌
日
゜
N
ぺ
N
⊆
O
参
照
）
。

（
1
2
）
　
松
岡
・
四
三
八
頁
以
下
。
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三
　
右
の
諸
説
は
、
差
引
決
済
に
よ
り
旧
債
権
債
務
の
消
滅
を
生
ず
る
や
否
や
の
点
に
お
い
て
は
、
議
論
が
分
れ
て
い
る
が
、
差
引
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
シ
　
　
　
　
　
ソ
　
　
シ

済
が
計
算
期
間
終
了
と
同
時
に
当
然
に
実
現
さ
れ
、
残
額
上
の
請
求
権
は
相
手
方
の
承
認
の
有
無
に
拘
ら
ず
、
決
済
時
期
そ
れ
自
体
に
よ
つ

て
自
動
的
に
発
生
す
る
点
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
通
説
に
比
較
し
て
残
額
請
求
権
の
権
利
行
使
を
明
確
に
す
る

意
味
か
ら
は
確
か
に
優
れ
て
い
る
と
い
え
る
（
－
）
。
し
か
し
、
　
こ
れ
を
交
互
計
算
の
一
般
原
則
と
し
て
常
に
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

か
は
、
な
お
考
究
す
べ
き
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
交
互
計
算
契
約
は
、
　
双
方
の
取
引
関
係
に
起
因
す
る
債
権
債
務
を
、
帳
簿
上
の
差
引
決
済
関
係
（
ぴ
⊆
o
プ
日
芦
品
o
日
く
Φ
ぼ
o
o
げ
㌣

己
昌
σ
9
・
・
o
o
×
霧
）
に
委
ね
る
と
こ
ろ
の
契
約
で
あ
り
、
定
期
的
な
一
括
決
済
に
よ
つ
て
、
当
事
者
の
一
方
又
は
相
手
方
の
た
め
に
生
ず
る
残
額

の
み
を
そ
q
目
的
と
す
る
（
2
）
。
双
方
の
債
権
債
務
の
こ
の
残
額
的
（
o
力
9
一
亀
O
§
餌
』
」
σ
q
）
取
扱
か
ら
、
計
算
期
間
中
の
債
権
債
務
が
、
す
べ

て
そ
の
独
立
性
を
失
う
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
交
互
計
算
不
可
分
の
効
果
を
生
じ
、
こ
の
効
果
は
、
交
互
計
算
契
約
の
目
的
か
ら
直
接
生

ず
る
効
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
計
算
期
間
の
継
続
中
に
は
、
実
体
的
意
味
に
お
け
る
債
権
者
又
は
債
務
者
の
観
念
を
生
じ
な
い
の
は
、
こ

の
点
で
理
解
さ
れ
う
る
（
3
）
。
し
か
も
、
交
互
計
算
契
約
は
、
常
に
取
引
契
約
（
○
Φ
ω
0
9
津
ω
＜
①
詳
日
σ
q
）
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
、
交
互
計

算
契
約
そ
れ
自
体
は
何
等
独
自
の
意
義
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
却
つ
て
当
事
者
の
実
体
的
権
利
義
務
を
個
別
的
に
確
定
す
る
取
引
契

約
に
附
属
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
　
し
た
が
つ
て
、
交
互
計
算
契
約
自
体
は
、
純
粋
の
債
権
債
務
の
差
引
決
済
契
約
（
＜
o
苔
0
6
㌣

ロ
已
o
σ
q
ω
＜
o
詳
8
σ
q
）
以
上
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
か
ら
直
ち
に
計
算
期
間
終
了
に
よ
る
残
額
上
の
請
求
権
を
、
実
体
法
的
に
根
拠
ず
け

る
こ
と
は
早
計
だ
と
考
え
る
？
）
。
　
こ
の
問
題
は
、
交
互
計
算
契
約
に
関
す
る
の
で
は
な
く
、
取
引
契
約
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
と
い
う

べ
き
で
あ
る
（
5
）
。
け
だ
し
、
．
交
互
計
算
契
約
と
、
双
方
の
債
権
債
務
発
生
の
法
律
行
為
と
は
厳
格
に
区
別
す
べ
き
で
あ
り
、
交
互
計
算

契
約
は
専
ら
債
権
債
務
の
一
括
決
済
に
関
す
る
内
容
を
有
す
る
に
す
ぎ
ず
、
信
用
関
係
を
包
含
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
へ
6
）
。

明
示
的
に
又
は
黙
示
的
に
行
わ
れ
る
信
用
契
約
（
民
『
Φ
窪
言
o
込
日
⑯
）
は
、
継
続
的
取
引
閨
係
の
た
め
の
実
体
的
な
個
々
の
法
律
行
為
の
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範
囲
に
属
す
る
問
題
で
あ
り
、
差
引
決
済
の
技
術
的
処
理
方
法
に
す
ぎ
な
い
交
互
計
算
契
約
の
内
容
に
は
含
ま
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ

る
（
7
）
。

　
か
よ
う
に
、
交
互
計
算
に
は
何
等
債
権
者
的
契
機
（
π
『
O
●
」
古
O
叶
一
〇
〇
〇
庁
O
ω
　
呂
O
巳
ロ
Φ
口
け
）
を
包
含
し
な
い
と
す
る
観
点
か
ら
は
、
計
算
期

間
終
了
の
残
額
請
求
は
も
と
よ
り
、
計
算
期
間
中
の
残
額
請
求
と
難
も
、
交
互
計
算
契
約
の
内
容
に
は
理
論
上
反
し
な
い
と
い
う
結
論
を

生
ず
る
。
残
さ
れ
る
問
題
は
、
如
何
な
る
場
合
に
こ
れ
ら
の
残
額
請
求
権
の
行
使
を
認
め
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
と
い
う
法
律
上
の
原

則
を
確
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
商
法
は
、
当
事
者
に
対
し
常
に
交
互
計
算
の
解
除
を
認
め
る
が
（
商
五
三
四
）
、
　
交
互
計
算
に
は
債
権
老
的
契
機
を
含
ま
な
い
の
で
あ

る
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
計
算
期
間
の
継
続
中
と
否
と
に
拘
ら
ず
何
時
で
も
交
互
計
算
関
係
を
解
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
計
算
を
閉

鎖
し
て
残
額
の
差
引
決
済
を
請
求
L
う
る
（
、
）
。
　
こ
の
差
引
決
済
請
求
は
、
交
互
計
算
の
借
方
項
目
を
上
回
る
貸
方
項
目
の
総
額
に
確
定

さ
れ
る
超
過
額
の
差
引
決
済
を
目
的
と
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
交
互
計
算
契
約
に
基
き
、
個
々
の
債
権
の
独
立
の
行
使
が
許
さ
れ
な
い
こ

と
に
対
す
る
相
違
は
、
　
こ
の
請
求
権
が
、
相
手
方
の
借
方
残
額
（
O
o
ひ
o
言
巴
q
o
）
の
範
囲
に
し
た
が
つ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
お
よ
び
こ

の
請
求
に
よ
つ
て
生
じ
た
残
額
の
帳
簿
的
決
済
の
み
に
よ
つ
て
は
、
個
々
の
旧
債
権
債
務
の
消
滅
を
生
じ
な
い
点
に
あ
る
（
9
）
。
更
に
、

こ
の
場
合
の
残
額
請
求
権
の
行
使
は
、
交
互
計
算
に
計
上
さ
れ
た
旧
債
権
債
務
に
従
属
し
て
い
る
か
ら
、
訴
訟
に
お
い
て
差
引
決
済
の
正

当
性
お
よ
び
個
々
の
計
算
項
目
の
存
在
に
つ
き
残
額
債
権
者
は
挙
証
責
任
を
負
担
す
べ
き
で
あ
り
、
債
務
者
は
、
債
権
者
に
対
し
実
体
上

の
取
引
契
約
に
基
く
抗
弁
に
よ
つ
て
そ
の
履
行
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
、
右
の
交
互
計
算
関
係
終
了
の
場
合
の
残
額
請
求
権
の
行
使
に
対
し
、
単
に
計
算
期
間
の
終
了
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
む
、
残
額
上

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
シ

の
請
求
権
が
、
常
に
自
動
的
に
弁
済
期
に
達
す
る
、
と
い
う
命
題
を
一
般
的
原
則
と
し
て
認
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し

ぱ
、
こ
の
場
A
口
の
残
額
請
求
権
の
存
否
は
、
交
互
計
算
の
前
提
と
な
る
取
引
関
係
の
性
質
又
は
当
事
者
の
特
約
に
基
い
て
決
定
さ
る
べ
き
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問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
計
算
期
間
の
終
了
に
よ
る
残
額
確
定
に
よ
つ
て
承
認
さ
れ
た
残
額
は
、
特
約
な
き
限
り
次
の
交
互
計

算
に
繰
越
さ
れ
、
繰
越
残
額
（
ψ
o
巴
q
o
＜
o
叶
☆
①
σ
Q
）
と
し
て
新
し
い
計
算
期
間
の
最
初
の
債
権
項
目
を
形
成
す
る
（
ω
）
。
こ
の
場
合
に
は
、
承

認
さ
れ
た
残
額
債
権
と
難
も
差
引
決
済
関
係
に
拘
束
さ
れ
、
他
の
債
権
項
目
同
様
に
独
立
の
権
利
行
使
は
許
さ
れ
な
い
。
更
に
、
取
引
契

約
に
附
随
す
る
黙
示
の
支
払
猶
予
協
定
（
°
・
§
α
§
σ
…
§
琶
が
、
取
引
関
係
に
必
然
的
星
ず
る
可
能
性
を
も
つ
よ
う
な
場
A
・
、

ま
た
は
・
承
認
さ
れ
た
残
禦
後
日
の
商
品
供
給
の
た
め
の
前
渡
金
か
ら
成
り
立
つ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
残
額
請
求
権
の
行
使
は

そ
の
取
引
契
約
の
目
的
に
矛
盾
す
る
五
）
。
し
た
が
つ
て
、
計
算
期
間
の
閉
鎖
に
よ
る
残
額
承
認
は
、
必
ず
し
も
残
額
請
求
権
を
根
拠
ず

け
る
も
の
で
は
な
く
、
承
認
以
前
の
残
額
が
、
如
何
な
る
範
囲
ま
で
有
効
な
支
払
義
務
を
根
拠
ず
け
る
か
は
、
常
に
取
引
契
約
の
性
質
又

は
当
事
者
の
特
約
に
基
い
て
決
す
べ
き
で
あ
る
（
1
2
）
。
　
し
た
が
つ
て
、
　
こ
れ
を
一
般
的
な
交
互
計
算
の
原
則
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
は
、

必
ず
し
も
適
切
で
は
な
く
且
つ
そ
の
必
要
も
な
い
と
考
え
る
。

　
　
（
1
）
　
と
く
に
破
産
手
績
（
破
六
六
参
照
）
に
お
け
る
実
益
に
つ
い
て
は
、
切
o
津
N
犀
P
襲
゜
P
O
こ
ω
』
」
守
が
詳
細
で
あ
る
。
な
お
残
額
差
押
の
問

　
　
　
題
は
後
述
。

　
　
（
2
）
　
こ
の
点
を
強
調
す
る
の
は
、
国
o
甘
旨
日
①
巨
、
P
P
O
二
〇
力
゜
9
司
゜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ

　
　
（
3
）
　
＜
o
q
一
゜
唱
一
日
①
烈
P
p
°
O
こ
ω
゜
昌
べ
゜
　
な
お
、
　
ウ
ル
マ
ー
は
同
所
に
お
い
て
「
差
引
決
済
が
計
算
期
間
終
了
ま
で
延
期
さ
れ
る
」
と
し
て
も

　
　
　
「
当
事
者
は
、
借
方
項
目
と
貸
方
項
目
の
比
較
に
よ
つ
て
常
に
計
算
状
況
に
つ
い
て
釈
明
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
法
律
的
に
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら

　
　
　
な
い
」
旨
を
指
摘
す
る
の
は
正
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
債
権
霧
が
、
’
計
讃
目
・
し
て
計
上
さ
れ
る
場
A
・
、
計
算
方
式
が
継
続
的
に
も
し
ぐ
は

　
　
　
定
期
的
に
行
わ
れ
よ
う
と
も
、
い
ず
れ
に
し
ろ
事
実
上
（
h
①
丙
古
一
ω
6
げ
）
，
の
残
額
は
常
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
（
＜
σ
q
庁
エ
o
常
叶
日
o
宮
“
襲
．
P
O
こ

　
　
　
ψ
力
゜
田
O
）
。

　
　
（
4
）
　
O
o
合
o
芦
力
○
甲
因
o
日
日
゜
吻
・
。
9
》
目
白
゜
ミ
N
q
口
已
巨
H
°
お
よ
び
松
岡
・
四
三
八
頁
が
、
期
間
終
了
に
よ
る
自
動
的
決
済
の
効
果
と

　
　
　
し
て
、
旧
債
権
の
消
滅
を
生
ず
る
と
す
る
が
、
交
互
計
算
に
お
け
る
単
な
る
帳
簿
的
決
済
に
よ
つ
て
、
斯
様
な
実
体
法
的
効
果
を
伴
う
こ
と
に
は
賛
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し
え
な
い
．
、
双
方
の
旧
債
権
債
務
に
対
す
る
何
等
か
の
実
体
法
的
効
果
は
、
差
引
決
済
と
い
う
ノ
面
に
結
果
ぷ
、
〉
れ
る
と
み
る
ぺ
き
♂
、
は
な
く
、
残

　
　
額
承
認
と
い
う
他
面
に
生
ず
る
効
果
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
（
＜
σ
Q
一
゜
　
ω
O
庁
已
O
同
①
ロ
ロ
“
①
’
ρ
’
〔
ワ
ニ
ω
’
σ
声
）
。

　
（
5
）
頃
。
⌒
9
目
o
吉
費
①
b
こ
ψ
力
゜
呂
¶
已
゜
O
O
O
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
．
　
、

　
（
6
）
　
か
つ
て
、
交
互
計
算
関
係
は
べ
同
時
に
信
用
開
始
契
約
（
民
叶
o
合
9
巳
訣
β
已
β
σ
q
ω
く
o
箕
目
o
σ
q
）
ま
た
は
信
用
契
約
（
民
器
合
零
Φ
暮
8
°
q
）
が
結
合

　
　
す
る
と
い
う
見
解
が
支
配
的
で
あ
つ
た
。
例
え
ば
、
O
巳
ロ
巨
巳
．
ぎ
国
ロ
ム
o
日
①
o
昌
、
O
Φ
已
叶
ω
o
廿
o
ω
国
①
ロ
画
巴
巴
o
o
宮
・
（
」
o
。
o
o
朝
）
ロ
臼
ω
ω
・
⑩
ω
や
怜
・

　
　
し
か
し
、
今
日
の
交
互
計
算
理
論
に
お
い
て
は
、
信
用
契
約
を
交
互
計
算
契
約
と
区
別
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
＜
∞
」
ピ
O
■
0
2
ゴ
ロ
・
秒
O
こ

　
　
N
寓
問
H
O
N
、
H
。
。
《
守
…
』
°
＜
°
Φ
」
o
『
犀
P
p
①
゜
O
こ
ω
゜
お
。
。
…
ω
o
げ
ρ
日
沿
昌
P
p
p
O
二
◎
り
゜
ぱ
…
O
o
合
目
ぼ
カ
O
吊
内
o
日
日
゜
●
ω
留
・
』
ロ
日
゜
ご

　
　
ω
o
宮
o
σ
Q
巴
ぴ
Φ
お
o
ぴ
国
o
片
Φ
叶
日
Φ
巨
、
●
む
。
綴
』
昌
日
゜
切
゜

　
（
7
）
　
し
か
し
、
信
用
が
交
互
計
算
契
約
自
体
に
直
接
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
銀
行
取
引
に
特
別
の
役
割
を
演

　
　
ず
る
で
あ
ろ
う
が
、
純
粋
の
差
引
決
済
契
約
と
し
て
の
交
互
計
算
契
約
と
、
そ
れ
と
並
ん
で
締
結
さ
れ
る
信
用
契
約
と
は
、
明
ら
か
に
区
別
さ
れ

　
　
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
銀
行
信
用
に
つ
い
て
は
、
＜
σ
q
ド
国
魯
o
丘
－
国
ご
σ
9
窪
日
①
ロ
亨
切
o
㌔
巳
o
犀
o
P
O
①
ω
民
器
臼
算
o
q
o
ω
6
藍
辞
鮎
o
叶
切
p
目
犀
①
P

　
　
声
b
⊃
°
》
ロ
P
（
お
切
O
）
ψ
力
“
お
H
津

　
（
8
）
＜
σ
q
卜
ω
。
已
o
Φ
q
巴
ぴ
。
偏
窪
－
国
Φ
市
。
吋
日
Φ
匡
、
●
c
。
9
卜
目
白
゜
☆
…
O
o
画
一
ロ
甘
力
Φ
力
自
o
日
日
゜
吻
・
。
留
》
ロ
9
H
o
°

　
（
9
）
　
こ
の
点
で
は
、
前
述
し
た
バ
イ
ツ
ケ
（
o
°
ρ
゜
O
こ
ω
゜
艮
）
お
よ
び
シ
ェ
ー
マ
ン
（
P
口
゜
O
こ
o
力
゜
O
広
゜
）
の
結
論
を
正
当
ど
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
1
0
）
　
残
額
の
繰
越
は
、
　
抽
象
的
債
務
約
束
（
①
ぴ
ω
言
①
鐸
Φ
ロ
ω
合
巳
臼
く
窪
ω
O
器
合
①
ロ
）
の
性
質
を
も
つ
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
　
（
∨
°
＜
・

　
　
Q
ゆ
済
p
p
p
O
こ
ω
・
ぱ
O
…
ω
。
露
Φ
。
q
。
声
ぴ
零
σ
q
2
出
。
古
魯
日
0
9
●
ω
留
〉
昌
日
゜
ω
o
）
。
　
　
　
，

　
（
1
1
）
　
＜
σ
q
ド
ω
。
巨
o
°
q
9
ぴ
o
品
窪
出
o
h
2
旨
o
耳
吻
ω
m
O
》
昌
自
☆
…
O
o
△
日
ざ
カ
O
男
六
〇
日
日
゜
吻
c
。
題
》
o
日
゜
お
P

　
（
1
2
）
国
Φ
｛
o
吋
日
o
宮
”
p
°
P
O
こ
ω
゜
留
⑩
h
い
も
結
論
に
お
い
て
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。

四
　
残
額
請
求
権
の
問
題
は
、
交
互
計
算
期
間
中
の
強
制
執
行
に
際
し
と
く
に
重
要
で
あ
る
。

日
、
一
方
当
事
者
の
債
権
者
が
、
計
算
項
目
に
組
入
ら
れ
た
債
権
の
個
別
的
差
押
を
な
し
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
争
い
が
な
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い
（
－
）
。
し
た
が
つ
て
、
強
制
執
行
の
対
象
と
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
常
に
残
額
請
求
権
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
対
象
が
、
　
「
現
在
」
の

’
残
額
（
o
q
Φ
σ
q
o
o
弍
腎
工
゜
q
o
『
ψ
o
巴
●
o
）
で
あ
る
か
、
ま
た
は
「
将
来
」
の
残
額
（
犀
自
ロ
h
江
σ
q
o
旨
ω
巴
臼
o
）
で
る
あ
か
の
点
に
つ
き
疑
問
を
残

し
て
い
る
。
支
配
的
見
解
に
よ
る
と
残
額
請
求
権
の
差
押
は
、
「
現
在
」
及
び
「
将
来
」
の
残
額
差
押
と
い
う
二
つ
の
方
法
に
お
い
て
認

め
ら
れ
て
い
る
（
2
）
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
残
額
差
押
は
、
執
行
債
権
老
が
差
押
と
同
時
に
（
正
確
に
は
差
押
命
令
の
第
三
債
務
者
に
対

す
る
送
達
の
時
を
基
準
と
す
る
、
民
訴
五
九
八
皿
）
交
互
計
算
期
間
が
終
了
し
た
と
す
れ
ぽ
生
ず
る
で
あ
ろ
う
残
額
を
差
押
の
対
象
と
す

る
。
し
か
る
と
き
は
、
差
押
後
の
執
行
債
務
者
の
新
し
い
行
為
に
よ
つ
て
生
じ
た
債
務
項
目
は
、
債
権
者
の
利
益
の
た
め
に
計
算
に
置
く

こ
と
は
で
き
な
い
。
け
だ
し
、
か
か
る
債
務
項
目
の
計
上
に
よ
り
執
行
債
権
者
の
差
押
の
目
的
は
、
容
易
に
そ
の
意
義
を
失
う
結
果
と
な
る

か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
差
押
後
の
債
権
項
目
も
公
平
上
の
意
味
か
ら
債
権
者
の
利
益
と
は
な
し
え
な
い
。
他
方
、
将
来
の
残
額
差
押
は
、

計
算
期
間
の
終
了
に
よ
つ
て
生
ず
る
残
額
を
差
押
の
対
象
と
す
る
。
　
し
か
し
、
　
こ
の
場
合
に
は
現
在
の
残
額
差
押
と
異
な
り
、
商
法
の

適
用
が
な
く
（
3
）
、
差
押
後
の
債
務
項
目
及
び
債
権
項
目
の
い
ず
れ
も
が
計
算
に
置
か
れ
る
。
　
し
た
が
つ
て
、
残
額
債
権
の
額
は
計
算
期

間
の
終
了
ま
で
概
算
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、
こ
の
差
押
は
債
権
者
の
た
め
に
は
利
用
価
値
が
僅
か
で
あ
る
、
と
。

　
右
の
「
現
在
」
の
残
額
差
押
に
つ
き
、
残
額
請
求
権
が
常
に
存
在
す
る
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
継
続
的
決
済
理
論
か
ら
は
こ
の
点
に
関
し
説

明
が
き
わ
め
て
明
快
単
純
で
あ
ろ
う
が
、
通
説
の
う
ち
に
お
い
て
も
、
と
く
に
銀
行
交
互
計
算
の
場
合
に
は
、
予
め
銀
行
と
相
手
方
の
間

に
形
式
的
な
決
済
を
必
要
と
せ
ず
に
且
つ
期
間
の
閉
鎖
な
く
し
て
常
に
残
額
を
請
求
し
う
る
合
意
が
あ
れ
ば
、
少
く
と
も
交
互
計
算
上
に

「
現
在
」
の
残
額
が
差
押
の
対
象
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
（
4
）
。
　
し
か
し
、
通
説
的
交
互
計
算
理
論
の
原
則
で
は
、

し
ば
し
ぽ
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
計
算
期
間
中
に
は
厳
密
な
意
味
で
の
残
額
は
現
存
し
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
期
間
中
又
は
承
認
以
前
に
差

押
の
対
象
と
さ
れ
る
残
額
請
求
権
に
つ
き
な
お
明
白
た
り
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
　
お
も
う
に
、
通
説
的
見
解
に
立
つ
に
も
拘
ら
ず
「
現

在
」
の
残
額
差
押
を
明
言
す
る
の
は
へ
5
）
、
差
押
の
目
的
た
る
債
権
額
を
、
直
ち
に
明
確
に
せ
ん
と
す
る
こ
と
並
び
に
執
行
債
権
者
の
た
め
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に
可
能
な
限
り
迅
速
な
権
利
実
行
の
必
要
に
応
ず
る
と
い
う
実
除
上
の
要
求
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
乍
ら
、
残
額
請
求
権
が
、
双
方
の

債
権
債
務
の
一
括
決
済
お
よ
び
そ
の
承
認
に
よ
つ
て
発
生
す
る
こ
と
を
固
執
す
る
と
す
れ
ば
、
通
説
は
こ
の
点
に
お
い
て
理
論
的
に
矛
盾

す
る
。
そ
れ
故
に
、
計
算
期
間
の
終
了
以
前
に
残
額
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
残
額
は
、
常
に
「
将
来
」
に
の
み
差
押
の
対

象
と
す
る
反
対
説
の
見
解
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
理
解
さ
れ
よ
う
（
6
）
。

　
目
、
残
額
の
「
現
在
」
又
は
「
将
来
」
の
差
押
に
関
す
る
問
題
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
差
押
か
ら
定
期
的
な
計
算
閉
鎖
ま
で
の
間
に
お
け

る
残
額
の
増
加
を
、
執
行
債
権
者
の
利
益
と
す
べ
き
か
、
ま
た
は
不
利
益
に
解
す
べ
き
か
を
め
ぐ
る
争
い
と
い
え
よ
う
。

　
「
現
在
」
の
残
額
差
押
を
認
め
な
い
反
対
説
は
、
差
押
後
の
残
額
の
増
加
を
債
権
者
の
利
益
と
す
る
こ
と
を
認
め
、
以
後
に
計
上
さ
れ

た
債
務
項
目
に
よ
つ
て
そ
れ
は
減
少
せ
し
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
（
7
）
。
　
そ
の
結
果
、
差
押
後
の
交
互
計
算
は
ま
さ
に
一
方
的
に
遂

行
ざ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
交
互
計
算
の
趣
旨
に
矛
盾
す
る
し
、
と
く
に
相
手
方
の
利
益
を
不
当
に
無
視
す
る
。
か
か
る

場
合
、
相
手
方
は
恐
ら
く
こ
の
一
方
的
交
互
計
算
を
直
ち
に
解
除
す
る
結
果
と
な
ろ
う
。

　
他
方
、
「
現
在
」
の
残
額
差
押
を
認
め
る
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
債
務
老
は
、
交
互
計
算
の
当
事
者
と
し
て
は
計
算
の
閉
鎖
に
よ
り
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ

認
さ
れ
た
残
額
を
請
求
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
執
行
債
権
者
の
法
律
的
地
位
も
債
務
者
の
有
す
る
権
利
以
上
に
優
位
せ
し
む
べ
き
で

は
な
い
と
し
て
、
債
権
者
は
差
押
の
実
現
を
正
規
の
計
算
期
間
の
満
了
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
（
8
）
。
　
し
か
し
て
か
か
る
場
合

は
、
交
互
計
算
当
事
者
に
対
し
二
重
の
意
味
の
残
額
、
す
な
わ
ち
、
差
押
の
と
き
に
お
け
る
差
押
の
対
象
と
し
て
の
残
額
と
、
差
押
後
な

お
継
続
さ
れ
る
交
互
計
算
当
事
者
の
残
額
を
算
出
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ぱ
、
　
「
現
在
」
の
残
額
差
押
は
、
計
算
を
事
実

上
閉
鎖
せ
し
め
、
．
当
事
者
に
よ
る
交
互
計
算
の
継
続
は
全
く
新
し
い
計
算
が
開
始
さ
れ
た
と
い
う
結
論
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
通
説

は
敢
え
て
こ
の
結
論
を
と
ろ
う
と
は
せ
ず
、
差
押
に
よ
つ
て
計
算
期
間
は
閉
鎖
さ
れ
な
い
と
す
る
（
9
）
。
し
か
し
、
　
こ
の
見
解
は
執
行
債

権
者
が
、
正
規
の
計
算
期
間
の
終
了
に
よ
る
当
事
者
の
残
額
確
定
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
点
で
、
執
行
債
務
者
の
地
位
を
不
当
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司岡律一一一 @
に
保
護
し
す
ぎ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
バ
イ
ッ
ケ
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
前
述
の
自
動
的
決
済
理
論
の
立
場
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
解
を
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の

両
解
釈
は
共
に
結
果
に
お
い
て
十
分
で
は
な
い
。
　
「
現
在
」
の
残
額
差
押
は
、
直
ち
に
計
算
期
間
を
終
了
せ
し
め
（
交
互
計
算
の
終
了
で

は
な
く
）
、
　
即
座
の
決
算
に
よ
り
生
ず
る
残
額
を
、
一
般
原
則
に
し
た
が
つ
て
執
行
債
権
者
に
転
付
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
、
当
事

者
の
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
債
権
老
の
利
益
に
も
合
致
す
る
（
－
o
）
、
と
。

　
右
の
バ
イ
ツ
ゲ
の
見
解
は
、
差
押
に
よ
り
正
規
の
計
算
期
日
以
前
に
交
互
計
算
が
当
然
に
終
了
す
る
効
果
を
認
め
、
－
い
わ
ば
「
現
在
」
の

残
額
差
押
を
合
目
的
々
に
解
釈
せ
ん
と
す
る
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
試
論
で
あ
る
（
u
）
。
け
だ
し
、
　
こ
の
見
解
に
よ
つ
て
交
互
計
算
を
な

お
継
続
す
る
や
ま
た
は
直
ち
に
解
除
す
る
や
に
つ
い
て
の
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ブ
を
当
事
者
に
与
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
し
ろ

執
行
債
権
者
の
差
押
は
そ
の
目
的
を
達
す
る
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
、
当
事
者
間
に
交
互
計
算
の
継
続
を
望
む
べ
き
事
情
あ
る
場
合
は
、
相
手

方
に
対
し
民
法
第
四
七
四
条
一
項
に
ょ
る
第
三
者
の
弁
済
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
場
合
に
よ
つ
て
は
民
法
第
四
二
三
条
に
基
き
、

債
権
老
と
し
て
は
交
互
計
算
契
約
自
体
の
解
除
権
の
代
位
を
な
す
こ
と
に
よ
り
同
様
の
結
果
を
生
じ
う
る
で
あ
ろ
う
（
1
2
）
。
　
し
か
し
、
バ

イ
ッ
ケ
の
見
解
は
、
通
説
に
比
較
し
て
債
権
者
の
権
利
実
行
の
迅
速
な
可
能
性
と
い
う
点
に
お
い
て
実
益
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
る
（
ロ
）
。

　
⇔
、
通
説
は
、
「
現
在
」
の
残
額
差
押
の
ほ
か
に
な
お
「
将
来
」
の
残
額
、
す
な
わ
ち
、
正
規
の
計
算
期
間
満
了
に
よ
り
生
ず
る
残
額
請
求
権

の
差
押
を
も
認
め
る
。
し
か
も
両
差
押
を
併
用
す
る
可
能
性
が
是
認
さ
れ
、
実
際
に
お
い
て
は
残
額
請
求
権
の
成
立
を
め
ぐ
つ
て
生
ず
る

紛
争
を
避
け
る
た
め
に
、
両
差
押
を
試
み
る
こ
と
が
稀
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
（
1
4
）
。
　
し
か
し
、
将
来
の
債
権
差
押
が
許
さ
れ
る
と
し
て

も
、
そ
の
差
押
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
に
つ
き
問
題
が
あ
る
。
け
だ
し
、
交
互
計
算
関
係
は
計
算
期
間
の
終
了
．
残
額
の
弁
済
等
に
よ
つ
て

終
了
す
る
も
の
で
は
な
く
、
双
方
の
取
引
関
係
の
終
了
ま
た
は
一
方
当
事
者
の
解
除
ま
で
継
続
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
将
来
に
生
ず
る
全
て
の
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残
額
の
無
制
限
な
差
押
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
、
わ
が
民
訴
法
第
六
「
：
一
条
は
、
継
続
的
関
係
に
店
い
／
、
発
生
す
る
債
権

の
差
押
は
、
と
く
に
制
限
の
な
い
限
り
執
行
債
権
者
の
債
権
額
を
限
度
と
し
て
差
押
後
に
収
入
す
べ
き
全
額
に
及
ぶ
旨
定
め
て
い
る
。
し

か
し
乍
ら
、
長
期
間
の
差
押
は
交
互
計
算
関
係
に
対
し
不
当
に
負
担
を
加
え
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
双
方
当
事
者
を
し
て
余
儀
な
く
取

引
関
係
の
清
算
、
す
な
わ
ち
、
交
互
計
算
契
約
の
解
除
に
必
然
的
に
導
か
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
る
と
き
は
、

差
押
も
ま
た
そ
の
意
義
を
失
う
結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
、
「
将
来
」
の
差
押
は
、
最
も
近
接
す
る
残
額
請
求
権
に
そ
の
対

象
を
限
定
す
べ
き
で
あ
る
（
1
5
）
。
そ
の
限
度
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
将
来
」
の
残
額
差
押
を
認
め
、
且
つ
「
現
在
」
の
残
額
差
押
と
の

併
用
を
認
め
れ
ば
足
り
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
よ
り
「
将
来
」
の
残
額
差
押
は
、
差
押
債
権
の
特
定
を
欠
く
た
め
に
無
効
と
解
す

べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）
　
小
町
谷
・
一
五
四
頁
は
、
個
別
債
権
の
差
押
を
な
し
う
る
と
解
す
る
が
、
た
だ
第
三
債
務
者
た
る
一
方
の
当
事
者
が
、
交
互
計
算
契
約
を
理

　
由
と
し
て
異
議
を
述
べ
う
る
だ
け
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
」

（
2
）
　
例
え
ば
、
」
°
＜
・
○
｛
o
済
P
担
P
O
：
ψ
力
゜
止
S
吟
・
…
。
力
合
⊆
目
き
P
P
①
・
O
こ
0
り
・
切
9
…

（
3
）
　
ド
イ
ッ
商
法
第
三
五
七
条
は
「
当
事
者
の
一
方
の
債
権
者
が
交
互
計
算
よ
り
生
ず
る
超
過
額
と
し
て
自
己
の
債
権
者
に
帰
す
る
も
の
を
求
む

　
る
請
求
権
の
差
押
を
な
し
且
転
付
を
受
け
た
る
と
き
は
、
こ
の
債
権
者
に
対
し
て
は
、
差
押
後
新
な
る
行
為
に
よ
り
て
生
じ
た
る
債
務
項
目
は
こ

　
れ
を
計
算
に
置
く
こ
と
を
得
ず
。
差
押
前
既
に
発
生
せ
る
第
三
債
務
者
の
権
利
に
基
き
又
は
こ
め
時
点
前
に
既
に
発
生
せ
る
義
務
に
基
き
為
さ
れ

　
た
る
行
為
は
こ
れ
を
本
条
に
お
け
る
新
な
る
行
為
に
非
ざ
る
も
の
と
看
倣
す
」
と
定
め
る
。
こ
の
規
定
は
「
現
在
」
．
の
残
額
差
押
に
関
し
て
の
み

　
適
用
さ
れ
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。

（
4
）
く
σ
q
ピ
乙
力
。
宮
。
σ
Q
。
ま
。
品
Φ
『
－
出
。
噛
。
§
。
算
吻
ω
吉
旨
旨
o
・

（
5
）
〈
。
q
ピ
゜
力
9
。
。
q
。
0
2
。
Q
ぼ
・
ロ
①
h
Φ
§
。
算
●
・
。
零
旨
日
ふ
…
o
。
亀
日
巨
力
○
カ
ー
民
§
自
⇔
・
。
零
卜
昌
口
・
。
一
S
・
〈
・
○
§
頁
ζ
・
o
・
、

　
o
力
゜
ぱ
O
市
゜
…
9
巨
】
窪
－
国
日
ぴ
g
亡
O
o
暮
c
。
o
廿
o
ω
国
①
ロ
●
江
肖
①
o
宮
、
N
＼
ω
゜
声
ロ
P
（
」
⑩
N
o
o
）
ω
゜
Φ
㎝
o
。
…
口
゜
e
°

（
6
）
　
問
吉
o
さ
砺
◎
。
O
や
ト
ロ
日
゜
H
…
O
口
『
一
p
o
Q
o
『
－
＝
☆
6
廿
o
昌
ぴ
已
吟
o
q
－
切
叶
9
什
〉
●
㏄
O
『
跨
口
日
゜
戸
民
゜
甘
ω
び
゜
缶
ロ
日
゜
c
o
　
は
、
　
「
将
来
」
の
残
額
差
押
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一

　
の
み
を
認
め
「
現
在
」
の
残
額
差
押
を
否
定
す
る
。
そ
し
て
ド
イ
ツ
商
法
第
三
五
七
条
は
、
「
現
在
」
の
残
額
差
押
に
関
す
る
規
定
で
は
な
い
と

　
す
る
。
O
o
昌
犀
ω
。
写
」
坤
N
已
日
同
巳
≦
ロ
江
△
o
ω
出
O
ロ
ω
゜
N
O
O
は
゜
も
同
様
に
「
将
来
」
の
残
額
差
押
の
み
を
認
め
、
　
「
将
来
」
の
残
額
差
押
後

　
新
し
い
債
務
項
目
と
差
押
え
ら
れ
た
計
算
部
分
の
債
務
の
た
め
に
、
将
来
の
残
額
が
、
現
在
の
残
額
（
そ
れ
は
単
に
想
像
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
が
）

　
よ
り
も
低
額
の
結
果
と
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
商
法
第
三
五
七
条
が
必
要
と
さ
れ
る
、
と
す
る
　
（
但
し
切
①
＃
N
丙
ρ
担
①
・
O
二
ω
・
宗

　
に
よ
る
）
。
し
か
し
、
バ
イ
ケ
ツ
も
い
う
よ
う
に
（
①
゜
①
゜
O
こ
）
、
差
押
の
時
に
計
算
期
間
が
満
了
し
且
つ
差
引
計
算
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
計
算

　
期
間
の
正
規
の
終
了
に
よ
つ
て
残
額
債
権
者
の
受
け
る
地
位
を
執
行
債
権
者
に
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
る
場
合
は
、
結
果
に
お
い
て
矢
張
り

　
「
現
在
」
・
の
残
額
（
そ
れ
が
単
に
想
像
さ
れ
た
額
で
あ
つ
て
も
）
が
差
押
の
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
7
）
o
障
」
昌
σ
q
雪
出
9
9
9
5
σ
q
－
切
『
。
｛
戸
①
⑳
①
b
二

（
8
）
＜
°
q
ド
O
昆
甘
日
国
○
兄
民
。
目
日
゜
驚
O
や
》
昌
日
ω
‥
ω
。
巨
。
的
巴
ぴ
。
お
。
『
－
出
。
（
9
目
⑳
算
励
c
。
警
》
ロ
日
゜
凱
…
苦
芦
。
亨
穿
N
冨
゜
戸

　
O
°
p
O
こ
　
ω
゜
Φ
O
o
o
°

（
9
）
N
』
°
◎
。
n
巨
。
σ
q
。
宗
。
お
。
同
・
出
⑦
市
。
§
。
9
吻
ω
鵠
》
昌
聲
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

（
0
1
）
　
　
一
］
O
一
ひ
N
犀
①
w
　
①
゜
①
゜
（
）
°
》
　
ω
心
　
H
や
゜

（
1
1
）
　
出
・
↑
o
庁
日
鱒
ロ
P
国
①
ロ
臼
9
ニ
ロ
亀
O
o
箋
窪
ぴ
o
、
（
お
ω
。
。
）
　
ω
゜
に
O
も
、
　
「
現
在
」
の
残
額
差
押
は
、
執
行
債
権
者
に
対
す
る
関
係
に
お

　
い
て
、
交
互
計
算
の
解
除
の
効
果
を
伴
う
と
す
る
見
解
で
あ
る
が
、
結
論
的
に
は
バ
イ
ツ
ケ
と
同
趣
旨
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
バ
イ
ッ
ケ
は
（
口
・
①
・
○
二
・
6
力
・
N
O
）
、
特
別
に
執
行
債
権
者
に
独
自
の
解
除
権
を
認
め
よ
う
と
し
て
、
　
つ
ぎ
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
る
。
す

　
な
わ
ち
、
残
額
の
差
押
は
あ
る
い
は
解
除
権
の
差
押
を
も
包
含
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
間
を
生
ず
る
。
交
互
計
算
の
解
除
権
を
従
属
的
権

　
利
と
し
て
債
権
者
に
お
い
て
こ
れ
を
差
押
え
う
る
旨
肯
定
す
る
見
解
　
（
O
障
日
σ
Q
o
学
国
①
合
o
昌
ぴ
ξ
σ
q
・
切
苫
昼
●
・
。
・
。
ぺ
巨
昌
日
゜
N
O
）
　
も
あ
る
が
、

　
債
権
者
は
何
時
で
も
交
互
計
算
を
解
除
す
る
た
め
の
権
利
を
保
持
す
べ
き
で
あ
り
、
判
例
（
男
O
N
に
P
ω
゜
N
声
⇔
）
が
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
の
は

　
正
当
で
あ
る
。
か
く
し
て
債
権
者
は
独
自
の
解
除
権
を
必
要
と
す
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
民
法
第
七
二
五
条
（
組
合
持
分
差
押
と
差
押
債
権
者
の
解
約
権
）

　
及
び
商
法
第
二
二
五
条
（
蛤
酩
飴
擬
甜
順
駒
鮪
齢
娠
齪
と
）
の
類
推
に
よ
り
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
債
権
者
の
請
求
権
満
足

　
の
た
め
に
、
継
続
的
法
律
関
係
を
終
了
せ
し
め
る
独
自
の
権
利
を
認
め
ん
と
す
る
一
般
的
法
律
思
想
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
債
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権
者
は
、
差
押
後
直
接
に
交
互
計
算
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
。
し
か
し
、
わ
が
民
法
に
は
組
合
に
か
か
る
規
定
な
く
、
商
法
第
九
ノ
条
は
、

　
債
務
者
た
る
社
員
を
退
社
せ
し
め
る
権
能
を
認
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
く
に
わ
が
法
制
上
は
、
債
権
者
代
位
権
の
制
度
が
あ
り
（
民
四
二
つ
～
）
、

　
こ
れ
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
債
権
者
の
保
護
は
十
分
で
あ
ら
う
。
し
た
が
つ
て
、
解
釈
と
し
て
独
立
の
解
除
権
を
債
権
者
に
認
め
る
必
要
は

　
な
い
と
考
え
る
。

（
1
3
）
　
ω
各
已
日
§
P
P
P
O
二
乙
力
・
O
①
も
バ
イ
ツ
ケ
の
結
論
に
従
う
如
く
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

（
1
4
）
＜
°
q
ピ
切
9
済
P
①
゜
①
b
こ
ω
二
〇
已
」
。
。
…
o
。
o
巨
目
き
P
P
①
゜
○
°
、
ω
』
O
°

（
1
5
）
　
O
c
。
創
o
妻
甘
力
O
甲
民
o
目
日
゜
●
c
。
零
由
昌
目
゜
N
…
ω
o
宮
o
σ
Q
o
一
9
R
o
学
ロ
瓜
魯
日
⑦
宮
】
吻
㏄
ぼ
ト
目
白
゜
声
ご
ロ
o
｛
言
冨
、
①
゜
①
゜
O
二
ω
“
冶
‥

　
ロ
゜
①
゜
は
、
ド
イ
ッ
大
審
院
判
例
（
男
O
N
　
H
《
O
　
o
力
◆
　
N
H
Φ
）
に
従
つ
て
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。

三
　
残
額
承
認
の
効
果

　
一
　
計
算
期
間
の
終
了
に
よ
り
一
方
当
事
者
は
、
交
互
計
算
に
計
上
さ
れ
た
債
権
項
目
お
よ
び
債
務
項
目
並
び
に
利
息
（
商
五
三
三
〇

参
照
）
の
総
額
を
対
照
す
る
こ
と
に
よ
り
一
括
差
引
決
済
を
行
い
、
そ
の
結
果
残
額
を
抽
出
す
る
。
そ
の
際
「
計
算
摘
要
」
（
民
o
暮
8
已
午

N
已
σ
Q
）
を
相
手
方
に
送
付
し
、
差
引
決
済
の
照
査
お
よ
び
残
額
の
承
認
を
求
め
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
T
）
。
こ
の
通
知
は
、
残
額
の
承
認

を
求
め
る
申
込
で
あ
り
、
相
手
方
の
明
示
又
は
黙
示
の
承
認
は
こ
れ
に
対
す
る
承
諾
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
残
額
承
認
は
、
独
立
の
債
務

原
因
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
の
一
種
の
債
務
承
認
契
約
（
ω
合
巳
O
§
o
済
o
§
甘
冨
く
o
『
言
①
σ
Q
）
で
あ
る
と
す
る
点
に
お
い
て
は
殆
ん
ど
争

い
が
な
い
（
2
〕
。
し
た
が
つ
て
、
承
認
さ
れ
た
残
額
債
権
（
ω
巴
臼
o
σ
q
巳
9
ひ
o
昌
）
は
、
旧
債
権
に
対
し
、
承
認
を
債
務
原
因
と
す
る
独
立

の
債
権
で
あ
り
、
債
権
者
は
そ
の
請
求
に
お
い
て
承
認
の
み
を
根
拠
と
す
べ
く
、
原
因
た
る
各
項
目
の
存
在
に
つ
き
何
等
の
主
張
・
立
証

を
も
必
要
と
し
な
い
。
債
務
者
は
、
原
則
と
し
て
各
項
目
に
つ
き
異
議
（
煙
昌
忌
o
邑
已
ロ
σ
q
）
を
述
べ
え
な
く
な
る
（
3
）
（
商
五
三
二
）
。

　
右
の
残
額
承
認
契
約
は
、
同
時
に
旧
債
務
を
消
滅
せ
し
め
、
残
額
支
払
の
新
債
務
を
成
立
せ
し
め
る
。
す
な
わ
ち
、
残
額
承
認
は
、
更



　
　
改
的
効
力
（
昌
O
＜
］
O
吟
O
］
μ
画
O
吟
　
一
（
吟
①
吟
古
）
を
有
す
る
と
い
う
の
が
今
日
に
お
け
る
通
説
的
見
解
で
あ
る
（
4
）
。
　
こ
の
い
わ
ゆ
る
更
改
理
論

06
1
　
（
Z
O
＜
①
江
o
O
ω
夢
o
o
ユ
o
）
は
、
残
額
承
認
の
効
果
に
対
す
る
命
題
と
し
て
極
め
て
臼
o
o
q
目
暮
戸
ω
6
げ
に
承
継
さ
れ
て
き
た
伝
統
的
理
論
で

　
　
あ
る
。
し
か
し
、
残
額
承
認
に
対
し
、
常
に
更
改
意
思
（
①
】
］
一
日
已
切
　
昌
O
＜
O
白
創
一
）
の
存
在
を
擬
制
す
る
点
に
お
い
て
、
か
か
る
法
的
構
成
が

　
　
事
実
に
適
合
す
る
や
否
や
に
つ
き
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
理
論
に
お
い
て
は
旧
債
権
債
務
の
消
滅
を
生
ず
る
。
し
た
が

　
　
つ
て
、
計
算
項
目
に
組
入
れ
ら
れ
た
従
前
の
個
別
債
権
に
附
随
し
た
担
保
権
は
、
特
約
な
き
限
り
消
滅
す
べ
く
（
民
五
一
八
参
照
）
、
　
当

　
　
然
に
は
残
額
債
権
に
追
随
し
な
い
。
こ
の
結
論
は
、
著
し
く
当
事
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
は
否
み
え
な
い
。

叢論律法

一

（
1
）
ω
。
巳
①
σ
Q
。
8
窪
σ
q
零
－
国
。
吟
。
叶
日
。
江
励
ω
韻
』
昌
日
゜
c
。
ご
○
①
△
o
≦
ぎ
カ
○
問
，
×
。
目
日
・
吻
c
。
誤
》
白
ヨ
・
N
9

（
2
）
　
継
続
的
決
済
理
論
又
は
継
続
交
互
計
算
学
説
の
立
場
か
ら
は
、
定
期
的
な
残
額
承
認
に
対
し
て
か
か
る
設
権
的
意
味
を
認
め
な
い
。
む
し
ろ

　
残
額
承
認
は
、
計
算
期
間
中
の
連
続
的
な
差
引
決
済
又
は
計
算
期
間
終
了
に
よ
る
自
動
的
差
引
決
済
に
よ
つ
て
当
然
に
生
ず
る
更
改
的
効
果
を
、

　
単
に
確
認
す
る
意
味
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
（
ω
合
已
臣
①
目
P
P
P
O
二
〇
力
゜
膳
⑩
…
松
岡
・
四
三
九
頁
及
び
四
四
〇
頁
参
照
）
。

（
3
）
　
尤
も
、
承
認
契
約
に
実
質
上
の
暇
疵
が
あ
れ
ば
、
一
般
原
則
に
よ
り
そ
の
効
力
を
争
い
う
る
の
は
勿
論
で
あ
る
。
ま
た
残
額
承
認
の
基
礎
と

　
な
つ
た
個
別
債
権
に
対
す
る
異
議
は
、
債
権
者
が
残
額
債
権
の
行
使
に
よ
り
不
当
に
利
得
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
不
当
利
得
に
よ
る
返
還
請

　
求
（
民
七
〇
三
以
下
）
に
基
い
て
主
張
し
う
る
。
た
だ
、
計
算
上
の
錯
誤
又
は
脱
漏
の
場
合
に
は
、
と
く
に
商
法
第
五
三
二
条
但
書
の
例
外
が
あ

　
る
た
め
に
学
説
が
分
れ
て
い
る
。
計
算
項
目
組
入
れ
に
つ
い
て
の
錯
誤
又
は
脱
漏
は
、
残
額
承
認
契
約
の
動
機
の
錯
誤
（
H
ぼ
9
目
↑
日
9
0
寓
く
）

　
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
の
無
効
主
張
の
可
能
性
を
認
め
て
、
残
額
の
確
定
自
体
を
争
い
う
る
と
解
す
べ
き
実
質
的
理
由
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ

　
ろ
う
（
＜
σ
q
庁
乙
力
6
巨
日
§
ロ
◆
p
㍍
b
こ
ω
゜
O
・
。
）
。

（
4
）
0
9
R
。
亨
§
・
9
・
ぎ
破
ロ
付
9
吻
・
。
誤
》
§
°
§
○
註
。
毛
富
男
9
－
民
§
日
・
吻
㏄
留
ぎ
日
⑳
…
○
。
嘗
日
男
9
、
×
§
日
・

　
吻
ω
留
》
昌
日
◆
凱
ジ
日
［
9
ジ
吻
c
。
O
切
》
昌
目
゜
凱
げ
…
］
≦
已
一
2
自
目
ひ
吋
o
亡
①
゜
p
O
二
ω
．
9
ぼ
∴
0
8
①
o
ぎ
↑
6
庁
『
ひ
已
o
庁
画
o
ω
出
簿
昌
△
o
」
ω
器
o
宮
㌍

　
声
ド
　
》
ロ
P
（
H
＠
c
。
O
）
“
㊧
∨
O
目
H
パ
S
〈
°
O
一
⑦
吋
岸
o
、
p
鱒
゜
O
：
ω
゜
心
o
。
O
叶
゜
v
　
q
」
ヨ
㊦
ひ
氾
゜
p
O
二
切
゜
」
Φ
◎
㍉
切
o
≒
N
オ
o
、
担
担
O
：
ω
゜
」
転
〉
　
漏
松
、
太
下
・
　
｝
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三
九
頁
、
大
橋
・
一
一
〇
頁
、
小
町
谷
・
一
六
〇
頁
、
石
井
・
三
六
頁
、
西
原
・
ノ
！
、
八
頁
、
鈴
木
．
二
四
貝
各
参
照
、

　
二
　
残
額
の
承
認
が
、
旧
債
務
を
消
滅
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
新
債
務
を
成
立
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
効
果
を
有
す
る
と
い
う
、
い
わ

ゆ
る
更
改
理
論
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
交
互
計
算
当
事
者
に
か
か
る
法
律
的
意
思
の
存
在
を
必
要
と
す
る
。
け
だ
し
、
更
改
と
は
真
の

債
務
の
変
更
（
ω
O
げ
已
一
△
O
叶
ω
O
古
N
已
昌
σ
q
）
で
あ
り
．
（
民
五
一
三
以
下
参
照
）
、
常
に
そ
れ
に
相
当
す
る
意
思
、
す
な
わ
ち
、
更
改
意
思
を
要

件
と
す
る
か
ら
で
あ
る
T
）
。
し
か
し
、
交
互
計
算
関
係
の
残
額
承
認
に
お
い
て
、
独
立
の
残
額
債
権
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

従
前
の
個
別
債
権
を
消
滅
せ
し
め
る
意
思
が
、
当
事
者
間
に
通
常
存
在
す
る
か
否
か
は
、
交
互
計
算
契
約
の
締
結
に
際
し
、
双
方
の
債
権

債
務
の
定
期
的
差
引
決
済
上
か
か
る
個
別
債
権
の
消
滅
を
必
要
と
す
る
か
否
か
と
い
う
客
観
的
目
的
に
よ
つ
て
決
す
べ
き
で
あ
る
？
）
。

し
か
る
と
き
は
、
か
か
る
状
態
に
当
事
者
の
意
思
が
あ
る
と
き
に
の
み
更
改
的
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
べ
き
が
、
実
際
に
適
合
す
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
（
3
）
。
　
　
　
°

　
更
改
理
論
で
は
、
個
別
債
権
が
消
滅
す
る
結
果
、
こ
れ
に
伴
う
保
証
債
務
・
質
権
・
抵
当
権
等
従
た
る
権
利
関
係
も
悉
く
消
滅
す
る
と

同
時
に
、
残
額
債
権
は
独
立
の
債
権
で
あ
る
か
ら
、
従
前
の
個
別
債
権
に
伴
う
抗
弁
権
を
伴
わ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
抗
弁

権
の
消
滅
は
残
額
債
権
者
に
よ
つ
て
有
利
で
あ
ろ
う
が
、
　
担
保
の
消
滅
す
る
こ
と
は
著
し
く
不
利
で
あ
る
。
　
ド
イ
ツ
商
法
第
三
五
六
条

は
、
商
人
の
交
互
計
算
に
つ
き
、
残
額
承
認
後
な
お
債
権
者
は
残
額
の
限
度
内
に
お
い
て
従
前
の
担
保
物
か
ら
満
足
を
求
め
う
る
旨
規
定

す
る
（
4
）
。
こ
の
規
定
は
、
残
額
の
承
認
に
よ
つ
て
個
別
債
権
が
消
滅
す
る
と
い
う
更
改
理
論
か
ら
は
、
ま
さ
に
例
外
規
定
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
が
（
5
）
、
そ
の
法
的
構
成
に
つ
き
、
法
律
的
債
権
交
替
（
σ
q
①
ω
o
訂
一
一
⇔
げ
Φ
勾
o
a
o
巨
o
σ
Q
ω
①
已
ω
笥
Φ
o
げ
ω
o
言
ロ
σ
q
）
と
す
る
か
（
6
）
、
従
前

の
個
別
債
権
の
存
続
に
基
く
も
の
と
す
る
か
（
7
）
、
議
論
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
担
保
権
の
存
続
を
積
極
的
に

規
定
す
る
か
ら
、
　
こ
の
点
に
関
す
る
論
争
は
単
な
る
理
論
的
興
味
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
　
非
商
人
の
交
互
計
算

（】

ﾎ｛

n
ば
⇔
村
①
已
吟
巳
P
餌
口
】
ば
一
ω
O
］
P
O
　
］
（
O
口
［
O
吋
O
吟
『
O
］
ρ
け
）
に
お
い
て
は
（
8
）
、
残
額
承
認
後
の
担
保
の
存
続
に
つ
き
な
お
当
事
者
間
に
利
害
関
係
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法律論叢一一
の
対
立
を
残
す
結
果
と
な
る
。

　
わ
が
商
法
は
こ
の
点
に
つ
き
何
等
の
規
定
を
も
設
け
て
い
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
学
説
は
、
民
法
第
五
一
八
条
に
基
き
、
明
示
又
は
黙

示
の
特
約
に
よ
り
実
際
上
担
保
の
存
続
を
認
め
ん
と
す
る
か
言
）
、
或
は
担
保
を
伴
う
債
権
は
当
然
に
は
交
互
計
算
に
組
入
ら
れ
ず
、
組
入

の
特
約
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
担
保
権
を
残
額
債
権
に
移
す
旨
の
合
意
が
当
然
包
含
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
（
－
o
）
、
担
保
の

消
滅
に
よ
る
不
合
理
を
救
済
せ
ん
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
ろ
更
改
理
論
の
観
点
か
ら
、
観
釈
論
と
し
て
担
保
の
存
続
を
合

理
的
に
理
論
構
成
す
る
こ
と
は
困
難
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
り
（
u
）
、
む
し
ろ
、
担
保
の
存
続
を
矛
盾
な
く
構
成
す
る
た
め
に
は
、
従
前
の

個
別
債
権
の
存
続
に
基
く
の
が
純
理
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
1
）
　
＜
σ
q
」
°
国
目
9
8
0
2
ω
白
9
目
餌
ロ
昌
“
ω
合
巳
合
o
合
戸
忘
゜
》
ρ
P
（
H
㊤
9
）
吻
謡
一
口
望

　
　
（
2
）
国
O
S
9
目
O
吉
餌
゜
P
O
二
ω
゜
留
O
°

　
　
（
3
）
　
わ
が
民
法
は
、
債
権
者
、
債
務
者
、
権
債
の
目
的
の
三
者
い
ず
れ
か
を
変
更
す
る
こ
と
は
、
債
務
の
要
素
の
変
更
と
な
る
旨
規
定
す
る
（
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

　
　
　
五
二
’
二
以
下
参
照
）
。
　
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
変
更
が
常
に
要
素
の
変
更
と
な
る
の
で
は
な
く
、
債
務
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
変
更
の
客
観
的
意
義
に

　
　
　
当
事
者
の
意
思
を
加
え
て
、
更
改
や
否
や
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
民
法
学
者
も
こ
れ
を
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
我
妻
「
債
権
総
論
」

　
　
　
（
昭
二
六
）
一
七
〇
頁
以
下
参
照
）
。

　
　
（
4
）
　
そ
の
法
文
に
つ
い
て
は
前
述
二
の
二
註
（
4
）
参
照
。

”　
　
（
5
）
＜
σ
q
ド
S
＜
°
9
①
済
p
p
①
゜
○
二
ω
゜
ぱ
三
ω
。
江
⑦
σ
Q
。
9
お
。
学
出
無
。
§
9
丁
吻
゜
。
留
》
目
目
会
ω
三
ロ
。
声
冒
貯
p
p
p
O
、
ω
」
戸

　
　
（
6
）
琴
司
。
昂
ぎ
塁
8
巳
。
品
w
密
昆
ぴ
已
合
●
。
ω
σ
q
。
8
§
9
国
⇔
昆
Φ
巨
①
合
け
靭
昆
゜
古
H
●
H
N
°
り
゜
8
宕
。
g
N
三
〇
9
目
σ
・
。
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
出
g
9
昌
ぴ
葺
σ
q
ー
ロ
器
貫
吻
c
。
m
Φ
》
目
目
゜
。
。
…
∨
°
＜
°
O
｛
o
爵
o
、
担
p
。
°
O
こ
ω
゜
ぱ
P

　
　
（
7
）
　
O
δ
O
O
目
丙
ω
合
『
」
津
N
β
目
団
暮
妄
c
箆
臼
O
ω
出
○
切
ω
゜
］
Φ
q
⊃
円
　
（
但
し
出
①
甘
s
日
O
巳
、
P
①
゜
O
、
0
り
゜
9
戸
に
よ
る
）
。

　
　
（
8
）
　
商
法
の
交
互
計
算
に
関
す
る
規
定
が
、
重
利
の
点
を
除
き
、
非
商
人
の
交
互
計
算
に
対
し
て
も
当
然
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
ド
イ
ツ
の
通
説
で
あ
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る
（
＜
o
o
ご
ω
△
巨
O
o
Q
O
ま
O
叶
o
q
O
学
国
O
柄
O
弓
日
O
巨
“
②
g
。
留
》
目
日
゜
O
ド
）
、

　
　
わ
が
国
で
は
、
　
い
わ
ゆ
る
民
事
交
互
計
算
（
ぴ
茸
o
q
o
昆
o
け
o
ω
民
o
彗
o
丙
o
付
お
暮
）
に
つ
き
商
法
規
定
の
当
然
の
適
用
を
否
定
す
る
の
。
か
多
数

　
説
で
あ
る
（
松
本
・
＝
一
九
頁
、
大
橋
・
一
〇
三
頁
、
小
町
谷
・
一
四
九
頁
、
松
岡
・
・
四
三
四
頁
、
田
中
誠
・
一
四
〇
頁
各
参
照
）
。
　
し
か
し
、

　
か
か
る
区
別
を
す
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。
両
交
互
計
算
に
本
質
的
相
違
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
民
法
と
抵
触
し
な
い
範
囲

　
に
お
い
て
当
然
商
法
の
適
用
を
認
め
る
の
が
正
当
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
。
　
な
お
、
　
交
互
計
算
の
商
人
資
格
は
、
　
小
商
人
（
呂
一
昆
窪
－

　
犀
碧
柏
日
P
目
昌
）
（
商
八
・
商
改
施
三
参
照
）
の
資
格
が
あ
れ
ば
足
り
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
の
o
芦
ロ
日
①
昌
P
P
P
O
こ
ω
゜
富
…
松
本
・
＝
一
九
頁
、

　
松
岡
四
三
四
頁
参
照
。

（
9
）
　
松
本
・
一
四
〇
頁
、
西
原
・
一
一
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

（
1
0
）
　
大
判
・
明
治
四
二
・
一
二
・
二
〇
、
大
正
九
・
一
・
二
八
、
民
録
一
五
輯
九
九
七
頁
、
二
六
輯
七
九
頁
、
小
町
谷
・
一
六
〇
頁
以
下
、
鈴
木

　
・
二
四
頁
、
田
中
誠
・
一
四
三
頁
各
参
照
。

（
1
1
）
　
竹
田
「
交
互
計
算
」
法
律
学
辞
典
二
巻
六
九
七
頁
参
照
。

　
三
　
お
も
う
に
、
交
互
計
算
契
約
は
、
双
方
に
生
じ
た
債
権
債
務
の
帳
簿
に
よ
る
一
括
決
済
に
よ
り
、
残
額
の
支
払
債
務
を
確
定
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
が
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
定
期
的
な
差
引
決
済
又
は
一
方
当
事
者
の
交
互
計
算
の
解
除
に
よ
る
差
引
決
済
に
よ
つ
て

は
、
従
前
の
個
別
債
権
を
消
滅
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
（
－
）
。
し
た
が
つ
て
、
個
別
債
権
に
対
す
る
実
体
的
効
果
は
、
残
額
承
認
と
い

う
別
個
の
行
為
に
よ
つ
て
生
ず
る
と
解
す
る
の
は
も
と
よ
り
正
当
で
あ
る
（
2
）
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
原
則
と
し
て
、
残
額
承
認
の
更

改
的
効
力
を
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
（
3
）
。
け
だ
し
、
当
事
者
に
残
額
承
認
に
よ
り
従
前
の
個
別
債
権
を
消
滅
さ
せ
よ
う
と

す
る
ま
で
の
意
思
の
な
い
の
を
普
通
と
す
べ
き
で
あ
り
、
個
別
債
権
の
消
滅
に
伴
つ
て
担
保
権
も
当
然
に
消
滅
す
る
と
い
う
が
如
き
理
論

は
、
著
し
く
当
事
者
の
意
思
に
反
し
到
底
是
認
し
え
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
、
）
。
　
当
事
者
間
に
残
額
承
認
後
な
お
個
別
債
権
の
存
続

に
つ
き
、
と
く
に
利
害
関
係
を
認
む
べ
き
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
何
等
の
利
害
関
係
を
も
認
め
え
な
い
場
合
で
あ
つ
て
も
、
更
改
的
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効
力
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
残
額
承
認
の
更
改
的
効
力
を
否
定
し
た
場
合
、
承
認
後
な
お
依
然
と
し
て
従
前
の
交
互

計
算
に
組
入
ら
れ
た
債
権
債
務
は
、
残
額
債
権
と
並
存
す
る
結
果
と
な
る
が
、
こ
れ
を
残
額
債
権
者
の
選
択
に
よ
つ
て
将
来
に
行
使
さ
れ

る
可
能
性
は
も
と
よ
り
生
じ
な
い
。
け
だ
し
、
個
別
債
権
の
独
立
の
行
使
は
、
も
と
も
と
交
互
計
算
契
約
に
よ
つ
て
法
律
的
に
排
除
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
残
額
承
認
の
更
改
的
効
果
を
否
定
し
た
と
し
て
も
、
取
引
関
係
の
決
済
を
簡
易
化
せ
ん
と
す
る
交

互
計
算
制
度
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
　
む
し
ろ
、
　
債
権
に
附
随
し
た
担
保
権
は
残
額
承
認
に
も
拘
ら
ず
債
権
の
消

滅
ま
で
存
続
す
べ
く
、
承
認
さ
れ
た
残
額
と
担
保
さ
れ
た
債
権
と
の
一
致
す
る
限
度
内
に
お
い
て
、
残
額
債
権
に
当
然
移
転
す
る
と
解
す

べ
く
、
こ
の
点
に
つ
き
更
改
理
論
の
も
た
ら
す
不
合
理
を
避
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
同
様
に
、
承
認
さ
れ
た
残
額
債
権
の
法
律
的
性
質
を
、
更
改
に
よ
つ
て
生
ず
る
新
債
権
と
す
る
こ
と
も
正
当
で
は
な
い
。
残
額
承
認
の
効

果
は
、
残
額
に
対
し
無
因
債
権
（
餌
ぴ
ω
茸
爵
g
ウ
o
a
Φ
巨
R
）
を
根
拠
ず
け
る
こ
と
の
み
に
存
す
る
（
5
）
。
す
な
わ
ち
、
残
額
債
権
は
そ

れ
が
従
前
の
個
別
債
権
の
存
在
に
基
因
す
る
も
の
で
は
な
く
、
残
額
承
認
と
い
う
、
債
務
負
担
行
為
の
無
因
的
性
格
　
（
》
ぴ
ω
耳
①
村
寓
o
㌣

ω
△
け
碧
①
犀
8
内
）
の
効
果
と
し
て
発
生
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
6
）
。
し
か
し
て
か
か
る
場
合
に
は
、
残
額
債
権
は
弁
済
さ
れ
る
か
、

さ
も
な
く
ば
繰
越
残
額
と
し
て
新
し
い
計
算
期
間
の
最
初
の
計
算
項
目
を
形
成
す
る
か
は
、
当
事
者
の
意
思
に
従
う
。
残
額
債
権
の
現
実

の
弁
済
又
は
繰
越
に
よ
つ
て
、
従
前
の
個
別
債
権
は
目
的
到
達
の
観
点
か
ら
消
滅
す
る
へ
7
）
。

　
計
算
期
間
の
終
了
に
よ
り
当
然
に
計
算
が
閉
鎖
さ
れ
、
自
動
的
に
債
権
債
務
の
一
括
決
済
が
行
わ
れ
る
と
す
る
学
説
に
対
し
て
も
、
更
改

理
論
は
、
右
に
述
べ
た
と
同
一
の
理
由
に
よ
り
正
当
性
を
も
た
な
い
。
こ
の
学
説
は
、
定
期
的
な
残
額
承
認
に
対
し
、
既
に
発
生
し
て
い
る

債
権
債
務
の
総
額
決
済
並
び
に
残
額
支
払
の
債
務
を
確
認
す
る
意
味
（
観
念
の
通
知
）
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
（
8
）
。
し
か
し
、
定
期
的
な

差
引
決
済
の
み
に
よ
つ
て
は
、
個
別
債
権
の
消
滅
を
生
じ
な
い
こ
と
は
既
に
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
定
期
的
な
残
額
承
認
に
よ
つ
て

も
な
お
個
別
債
権
の
消
滅
を
結
果
し
な
い
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
そ
れ
は
更
改
的
効
力
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
残
額
承
認
契
約
と
い
う
別
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個
の
行
為
に
よ
つ
て
残
額
支
払
債
務
の
無
因
性
を
結
果
す
る
の
み
と
解
す
べ
き
が
至
当
た
か
ら
で
あ
る
（
£
、

　
（
1
）
　
近
時
は
か
か
る
説
が
多
い
。
＜
σ
q
一
゜
切
o
＃
N
丙
P
P
P
O
こ
ψ
力
゜
H
蒔
…
ω
o
げ
⊆
日
p
白
P
ρ
゜
ρ
゜
O
二
〇
Q
°
O
」
…
国
o
汀
叶
日
①
巨
“
餌
゜
P
O
二
乙
力
゜
O
O
O
■
な

　
　
お
、
前
述
一
一
の
三
参
照
。

　
（
2
）
　
既
に
レ
ー
マ
ン
は
、
残
額
債
権
の
優
越
的
効
力
は
後
に
行
わ
れ
る
残
額
の
承
認
を
も
つ
て
正
当
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
単
な
る
一
括

゜
　
決
済
に
よ
つ
て
は
、
旧
交
互
計
算
に
計
上
さ
れ
た
個
別
債
権
が
超
過
額
債
権
と
並
ん
で
存
続
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
解
し
て
い
る
（
国
・
↑
o
け
日
☆
目
P

　
　
p
①
゜
ρ
、
ω
゜
是
㎝
…
国
目
ロ
o
o
8
『
ロ
ω
由
o
げ
日
知
昌
P
o
力
o
古
巳
臼
8
0
宮
、
励
謡
H
＜
N
q
）
。

　
（
3
）
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
出
o
h
o
『
目
o
匡
、
口
゜
P
O
こ
ψ
力
゜
忠
⑩
ロ
゜
に
多
く
の
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
。
ヘ
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
大

　
　
審
院
の
判
決
（
兄
O
N
」
N
Φ
、
卜
。
朝
＝
°
）
又
は
最
近
の
連
邦
裁
判
所
の
判
決
（
ロ
○
国
↑
忌
之
『
°
宮
N
已
●
c
。
誤
国
○
ロ
H
妻
忌
O
ぷ
已
O
ω
）
は
、
残

　
　
額
承
認
の
更
改
的
性
格
適
用
の
ゆ
き
す
ぎ
は
、
取
引
の
必
要
の
点
に
関
し
て
拒
否
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、
と
く
に
右
大
審
院
判
決
は
、
残

　
額
承
認
の
更
改
的
効
果
に
も
拘
ら
ず
、
　
か
つ
て
の
独
立
し
た
個
別
債
権
は
承
認
後
も
な
お
「
潜
存
的
実
在
」
　
（
o
o
8
日
巨
宮
ω
O
器
o
巨
）
を
続

　
　
け
る
べ
く
、
立
法
者
の
根
本
思
想
の
考
察
と
維
持
に
は
法
律
構
成
並
び
に
法
律
概
念
か
ら
の
可
能
な
限
り
の
自
由
と
い
う
生
活
に
即
し
た
、
そ
し

　
　
て
血
の
盛
ら
れ
た
法
の
適
用
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
実
際
こ
れ
ち
の
経
過
に
よ
つ
て
残
額
承
認
の
更
改
的
性
格
は
事
実
上
否
定
さ
れ
て

　
　
い
る
、
と
（
①
ふ
゜
O
こ
◎
り
゜
O
O
已
゜
）
。

　
（
4
）
出
o
市
o
叶
日
o
宮
、
①
・
①
・
O
こ
o
り
・
切
O
ω
ひ
o
」
2
0
汀
N
O
は
、
現
実
的
に
考
え
た
場
合
、
今
日
の
吾
々
の
法
律
生
活
に
お
い
て
、
更
改
は
全
く
稀
に

　
行
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
点
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
旨
指
摘
す
る
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
更
改
制
度
の
作
用
少
き
こ
と
は
一
般
に
承
認
せ
ら

　
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
例
え
ば
、
我
妻
・
前
掲
一
六
九
頁
参
照
）
。

（
5
）
　
ヘ
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
　
（
P
P
O
こ
ω
゜
留
ふ
〔
）
は
、
個
別
債
権
消
滅
の
意
思
の
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
、
　
シ
ュ
ー
マ
ン
（
P
p
°
○
°
、
ω
゜
m
ω
）

　
　
は
、
担
保
の
存
続
に
対
す
る
法
律
構
成
を
理
由
と
し
て
、
い
ず
れ
も
、
残
額
承
認
の
無
因
的
効
果
を
主
張
し
て
い
る
。

，
（
6
）
　
債
務
の
変
更
と
区
別
す
べ
き
債
務
の
新
設
、
す
な
わ
ち
、
無
因
債
務
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
＜
σ
Q
庁
じ
ウ
昌
目
Φ
8
⑦
巨
ω
－
い
Φ
古
日
ロ
目
昌
・
ω
合
巳
㌣

　
器
o
宮
、
⑳
ぷ
】
＜
N
°
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（
7
）

（
8
）

（
9
）

ω
合
ロ
日
ρ
目
問
、
①
゜
9
°
○
°
り
◎
り
゜
m
C
O
…
出
O
（
Φ
吟
日
O
●
一
、
四
゜
①
゜
○
二

例
え
ば
、
松
岡
・
四
三
九
頁
及
び
四
四
〇
頁
参
照
。

＜
σ
Q
一
゜
国
①
柏
O
局
日
O
庁
ピ
①
゜
O
°
○
二
ω
゜
凱
O
凱
゜

o
り
゜
留
c
。
“

四
　
む
　
す
、
び

叢一論律一法
　
以
上
に
お
い
て
、
従
来
か
ら
の
交
互
計
算
理
論
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
各
個
の
法
的
諸
問
題
の
考
察
を
な
し
て
き
た
が
、
こ

こ
に
要
約
す
る
ま
で
も
な
く
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
残
額
請
求
権
を
中
心
と
す
る
全
く
の
解
釈
的
認
識
の
問
題
に
つ
き
る
。
わ
が
商

法
上
の
交
互
計
算
、
し
た
が
つ
て
、
従
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
系
に
属
す
る
交
互
計
算
制
度
は
、
そ
れ
が
独
立
の
法
律
制
度
と
し
て
理

解
さ
れ
、
原
因
た
る
商
行
為
か
ら
厳
格
に
区
別
さ
れ
て
い
る
点
に
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
的
理
論
に
比
較
し
た
そ
の
特
質
が
あ
る
こ
と
は
、

既
に
ウ
ル
マ
ー
（
①
゜
①
゜
O
こ
ω
』
H
O
）
に
よ
つ
て
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
交
互
計
算
に
お
け
る
解
釈
上
の
諸
問
題
も
究
極
的
に

は
そ
こ
に
そ
の
源
を
発
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
か
か
る
法
律
制
度
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
れ
た
比
較
法
的
考
察
と
現

実
の
実
体
に
対
す
る
実
証
的
研
究
の
両
者
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
右
の
い
ず
れ
を
も
詳
細
に

検
討
す
る
余
裕
な
く
、
最
初
に
も
断
つ
た
よ
う
に
、
伝
統
的
交
互
計
算
理
論
の
枠
内
に
お
い
て
生
ず
る
問
題
の
片
面
を
僅
か
に
取
扱
つ
た

に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
本
稿
で
の
わ
た
く
し
の
考
察
に
は
、
従
来
の
通
説
的
見
解
に
対
し
敢
え
て
異
論
を
提
示
し
た
箇
所
も
あ
り
、
お

そ
ら
く
多
く
の
批
判
の
余
地
あ
る
も
の
も
少
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
同
学
諸
賢
の
御
批
判
を
い
た
だ
い
て
、
今
後
の
研
究
を
す
す
め
た
い

と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
七
・
八
・
一
〇
）


